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華
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本
稿
に
と
り
上
げ
よ
う
と
す
る
大
戸
に
つ
い
て
は
、
既
に
梁
方
仲
氏
が
そ
の
著
「
明
代
糧
長
制
度
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
こ
の
三
省
(
山
東
・
河
南
・
映
西
)
に
は
均
し
く

4

大
戸
。
な
る
役
が
設
け
ら
れ
、
専
ら
諸
里
甲
の
税
糧
を
督
排
さ
せ
た
。
其
位
置
は
頗
る

①
 

糧
長
と
似
て
い
る
け
れ
ど
も
、
糧
匿
を
匝
分
す
る
と
い
う
方
法
を
定
め
た
こ
と
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
。
大
戸
に
論
及
し
、
そ
れ
を

糧
長
と
相
似
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
指
摘
し
た
の
は
、
恐
ら
く
梁
方
仲
氏
の
こ
の
著
書
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
我
が
園
で
も
山
根
孝
夫
氏
は
こ
の



@
 

梁
氏
の
見
解
を
採
り
、
大
戸
を
「
糧
長
に
類
す
る
職
役
」
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
大
戸
を
翠
純
に
糧
長
と
相
似
の
も
の
と
考
え
て
い
い

か
ど
う
か
、
ま
た
そ
の
設
置
さ
れ
た
時
期
や
地
域
等
に
つ
い
て
も
な
お
検
討
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
史
料
的
制
約

|
特
に
明
代
中
期
以
前
の
史
料
が
極
端
に
少
な
い
と
い
う
事
情
の
下
で
は
、
そ
の
性
格
を
全
面
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
く
、

な
お
幾
つ
か
の
重
要
な
問
題
を
後
に
残
す
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
献
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
糧
長
の
設
置
さ
れ
な
か
っ

@
 

た
地
域
に
お
け
る
税
糧
の
徴
牧

・
解
迭
の
任
務
に
つ
い
て
は
、
里
長
・
甲
首
の
職
責
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
例
え
ば
こ
こ
に
い
う

大
戸
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
里
長
と
の
関
係
や
、
そ
の
職
責
の
具
鎧
的
内
容
は
殆
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
本
稿
で
は
主
と
し
て

華
北
の
大
戸
を
採
り
あ
げ
、
そ
の
性
格
や
職
責
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
糧
長
と
の
関
係
や
、
糧
長
の
設
置
さ
れ
な
か
り
た

地
域
の
租
税
の
徴
政
・
解
迭
の
寅
態
を
解
明
す
る
手
掛
り
を
得
ょ
う
と
す
る
の
が
主
た
る
目
的
な
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
筆
者
の
蒐
め
得
た
史

料
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
明
王
朝
の
租
税
枚
取
鐙
系
に
於
レ
て
、
従
来
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
か
っ
た
部
分
を
本
稿
に
於
い
て
少
し
で
も
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
い
敢
え
て
小
稿
を
護
表
す
る
こ
と
と
し
た
。
大
方
の
御
数
示
と
御
叱
正
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

な
お
上
述
の
こ
と
か
ら
既
に
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
と
思
う
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
御
断
り
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
で
論
じ
よ
う
と
す
る
大
戸

は
径
役
の
一
種
と
し
て
の
「
大
戸
」
で
あ
っ
て
、
普
通
名
詞
と
し
て
一
般
的
に
使
わ
れ
る
「
股
賀
大
戸
」
と
い
っ
た
意
味
で
の

「
大
戸
」
で
は

-113~ 

な
い
こ
と
に
御
注
意
い
た
だ
き
た
い
。

「
大
戸
」
の
設
置
地
域

さ
て
、
梁
方
仲
氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
大
戸
の
設
置
さ
れ
た
地
域
を
山
東
・
河
南

・
険
西
の
三
省
と
し
、
更
に
四
川
に
も
そ
れ
が
設
置
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
北
直
隷

・
山
西
に
つ
い
て
は
不
詳
と
さ
れ
、
特
に
北
直
隷
に
閲
し
て
は
、
清
初
の
北
京
に
は

@
 

糧
長
が
存
在
し
た
が
、
こ
れ
は
明
の
奮
制
を
承
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
明
の
末
期
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
一

@
 

方
、
山
根
氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
崇
頑
元
氏
勝
志
を
引
き
北
直
隷
に
も
大
戸
の
設
置
さ
れ
て
い
た
例
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
大
戸
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の
設
置
地
域
に
つ
い
て
も
な
お
若
干
検
討
の
絵
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
先
ず
そ
の
設
置
地
域
の
確
認
と
い
う
こ
と
か
ら
論
を

進
め
た
い
と
思
う
。

先
ず
山
東
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
穆
宗
貫
録
隆
慶
四
年
八
月
丙
午
の
僚
に
山
東
巡
撫
梁
夢
龍
等
が
賦
役
三
事
を
篠
上
し
た
こ
と
を
記
し
、
そ

の
一
僚
に

一
。
正
分
枚
分
解
之
規
。
言
。
住
者
愈
編
大
戸
。
分
定
倉
口
。
近
魚
一
串
鈴
法
。
総
枚
分
解
。
轄
移
侵
底
。
常
課
盆
蕗
。
宜
復
奮
例
。
給

大
戸
枚
完
。
交
納
司
府
。
司
府
差
官
類
解
。

と
あ
り
、
山
東
で
は
隆
慶
四
年
以
前
、
か
な
り
奮
く
か
ら
大
戸
の
役
が
設
置
さ
れ
、
税
糧
の
徴
枚
、
交
納
に
首
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同

様
の
記
事
は
子
慣
行
「
穀
城
山
館
文
集
」
巻
三
十
四
、

「
興
撫
蓋
宋
公
論
賦
役
書
」
に
も
あ
り

奮
時
。
徴
波
税
糧
。
預
濯
股
貫
之
家
。
余
充
大
戸
。
列
嬉
自
枚
。
完
日
。
各
照
厳
口
。
給
批
自
解
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
子
慣
行
の
こ
の
文
章
は
、
自
身
の
出
身
地
で
あ
る
山
東
地
方
の
役
法
を
一
候
鞭
法
と
の
関
連
で
論
じ
た
も
の
と
し
て
有

名
で
あ
り
、
そ
の
記
述
は
か
な
り
一
般
性
の
あ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
嘉
靖
高
唐
州
志
、
各
四
、
役
法
に
も
、
里
長
・
甲
首
・
老
人
と
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並
べ
て
大
戸
に
つ
い
て
記
し
、

有
大
戸
。
以
徴
牧
二
税
。
若
畜
夫
鷲
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
謹
に
よ
っ
て
山
東
で
は
、

一
般
的
に
大
戸
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
賓
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
大
戸
の
職

責
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
の
で
本
章
で
は
燭
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。

次
い
で
河
南
で
あ
る
が
、
嘉
靖
裕
州
志
、
巻
三
、
田
賦
志
、
征
役
の
僚
に
は

雑
役
魚
均
傷
。
震
騨
停
。
震
大
戸
。

正
役
魚
里
甲

。

と
あ

安り
陽
徴高
糧暦
。彰

往徳、
年府
率績
編志
大
戸巻
枚之
解上

回
賦
宏、

は



と
あ
る
。
更
に
山
東
経
舎
録
、
巻
三
、
税
糧
因
革
に
は

査
。
新
江
等
慮
萱
麿
官
銀
。
倶
差
官
類
解
。
殊
無
他
虞
。
市
京
儲
遺
制
。

関
係
主
重
。

何
濁
山
東
・
河
南
等
慮
。

専
用
大
戸
以
滋
夙
奨

耳目

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
例
よ
り
み
れ
ば
山
東
と
蛇
ん
で
河
南
に
も
贋
く
大
戸
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

次
い
で
陳
西
に
移
る
。
例
は
多
い
が
嘉
靖
耀
州
志
第
四
巻
、
田
賦
志
に
は

門
・
禁
・
隷
・
庫
・
斗
級
・
機
兵
・
弓
手
・
鐘
鼓
夫
・
大
戸
・
司
兵
。
共
一
八
七
名
。
准
銀
四
四
六
雨
七
銭
。

耀
州

力
差

銀
差

同
官
牒
、
力
差

門
・
禁
・
隷
・
庫
・
斗
級
・
機
兵
・
弓
手
・
鐘
鼓
夫
・
大
戸
。
共
三
四
五
名
。
准
銀
五
五
三
南
二
銭
。

銀
差

zu 

と
あ
り
、
高
磨
績
朝
ロ
巴
豚
志
、
巻
四
、
食
貨
志
に
も

銀
差

カ
差准

銀
三
雨
者

本
鯨
各
鋪
司
兵

均
循

七
五

機
兵

一一

禁
子

五

洛
滑
禁
子

河
水
夫

四
O 

大
戸

五

と
記
さ
れ
て
お
り
、
天
啓
同
州
志
、
巻
玉
、
食
貨
の
僚
に
も
賦
役
の
力
差
の
項
目
中
に
大
戸
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。
陳
西
に
お
い
て
は
、
大

戸
は
概
し
て
均
径
の
力
差
に
属
す
る
役
目
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
大
戸
の
役
が
存
在
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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績
い
て
梁
方
仲
氏
が
詳
ら
か
で
な
い
と
さ
れ
た
北
直
隷
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
大
戸
の
設
置
に
つ
い
て
は
多
く
の
貫
例
を
あ
げ
る
こ
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と
が
で
き
る
。
崇
頑
元
氏
鯨
志
、
巻
二
、
戸
口
の
係
、
正
差
の
項
に
は

大
戸
。
選
各
社
上
六
則
丁
糧
多
者
余
之
。
分
差
徴
解
各
色
銭
糧
。

と
あ
り
、
大
戸
が
各
色
銭
糧
の
徴
収

・
解
迭
に
嘗
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
寓
暦
保
定
府
志
、
巻
十
九
、
戸
役
志
に
載
録
さ
れ
て
い
る

「議

慮
波
徴
比
解
銭
糧
事
宜
」
と
い
う
文
中
に
は
大
戸
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も

切
照
。
大
戸
之
設
。
其
来
日
久
。
:
:

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
神
宗
質
録
蔦
暦
十
七
年
十
一
月
乙
丑
の
僚
に
も

順
天
府
府
不
一
孫
旬
候
上
審
編
事
宜
。
:
:
:
六
日
裁
大
戸
以
省
賠
累
。

と
あ
り
、
北
直
隷
で
も
一
般
的
に
大
戸
の
役
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

で
は
山
西
で
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
呂
坤
の
賀
政
録
、
各
四
、
民
務
の
徴
枚
税
糧
の
僚
に
は

一
。
投
櫨
。
華
大
戸
重
匪
之
弊
。
最
震
良
法

0

・

と
あ
り
、
こ
の
僚
に
は
大
戸
に
闘
す
る
記
述
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
寅
政
録
は
ロ
ロ
坤
が
山
西
按
察
使
及
び
山
西
巡
撫
と
し
て
在
任
中
、

@
 

腐
吏
に
地
方
官
と
し
て
の
心
得
を
説
く
震
に
著
作
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
記
述
の
劃
象
は
山
西
地
方
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
記

載
さ
れ
た
事
貰
は
山
西
地
方
の
一
般
的
情
況
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
蔦
暦
検
次
豚
志
、
巻
三
、
賦
役
志
に
も

今
之
大
戸
。
不
過
解
銀
募
商
耳
。
興
其
民
解
民
募
而
民
重
因
。
不
若
官
解
官
募
。
可
以
蘇
吾
民
也
。

と
記
さ
れ
て
お
り
、
山
西
地
方
で
も
か
な
り
康
範
園
に
大
戸
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
て
来
た
所
に
よ
っ
て
、

山
東

・
河
南
・
快
西

・
北
直
隷

・
山
西
の
華
北
五
省
で
は
、
一
般
的
に
大
戸
の
役
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。
で
は
こ
の
大
戸
は
如
何
な
る
職
責
を
持
た
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
そ
の
職
責
の
内

容
を
具
盤
的
に
検
討
す
る
と
共
に
、
如
何
な
る
方
法
に
よ
り
大
戸
を
選
充
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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「
大
戸
」
の
職
責
と
選
充
方
法

大
戸
の
職
責
に
つ
い
て
は
、
前
章
に
あ
げ
た
史
料
か
ら
も
そ
れ
が
何
ら
か
の
方
法
で
税
糧
の
徴
枚
、
解
迭
の
任
に
嘗
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し

い
こ
と
は
推
察
で
き
た
と
思
う
。
こ
の
貼
を
最
も
具
睡
的
に
述
べ
た
の
が
葛
守
曜
の
嘉
端
粛
公
集
、
巻
二
所
牧
の
「
寛
農
民
以
重
根
本
疏
」
の

次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
に
は

一
。
復
奮
規
以
便
徴
解
。
査
得
。
園
初
徴
汲
銭
糧
。
戸
部
備
開
各
倉
庫
名
目
及
石
数
債
値
各
若
干
。
通
行
各
布
政
司
及
直
隷
各
府
。
査
照

原
教
。
轄
行
各
州
豚
。
分
祇
小
民
。
按
地
。
毎
畝
夏
税
秋
糧
各
若
干
。
以
其
麿
職
之
数
。
分
定
各
項
倉
口
。
倉
口
由
重
而
軽
。
人
戸
自
上

而
下
。
明
白
開
汲
某
人
某
倉
口
糧
若
干
。
給
興
由
帖
。
使
其
牧
照
。
各
赴
該
倉
牧
糧
大
戸
虚
投
納
。
給
私
記
合
同
小
票
。
以
徴
完
欠
。
官

府
愚
此
以
稽
査
。
人
戸
愚
此
以
考
験
。
其
大
戸
牧
完
。
輿
己
牧
若
干
。
未
完
若
干
。
歴
歴
可
指
。
其
法
簡
易
。
可
以
百
世
通
行
無
弊
。

@
 

と
あ
る
。
こ
の
文
に
い
う
園
初
が
文
字
通
り
明
初
を
指
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
定
め
難
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
よ
り
判
断
し
て
、
こ
こ
に

い
う
税
糧
徴
涙
の
方
法
が
一
候
鞭
法
以
前
の
方
法
を
一
般
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
c

即
ち
戸
部
か
ら
税
糧
徴
牧
の

布
令
が
出
さ
れ
、
そ
れ
が
各
布
政
司
、
直
隷
各
府
及
び
各
州
豚
を
鰹
て
農
民
に
及
ぶ
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
賓
際
に
農
民
に
劃
し
て
税
糧
の
割
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嘗
て
を
行
う
の
は
各
州
厭
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
先
ず
農
民
の
所
有
す
る
土
地
の
等
級
、
所
有
高
に
よ
り
毎
畝
夏
税
・
秋
糧
各
々
若
干
、
総

計
若
干
と
定
め
、
さ
ら
に
そ
の
内
で
起
運
・
存
留
、
或
い
は
そ
れ
ら
の
項
目
の
中
で
も
ま
た
折
納
か
本
色
納
か
に
よ
っ
て
各
々
納
入
す
べ
き
税

糧
額
(
折
納
の
場
合
は
銀
額
〉
と
、
そ
の
納
入
先
き
で
あ
る
倉
名
を
定
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
納
入
す
べ
き
倉
名
を
決
定
す
る
に
嘗
つ

て
は
そ
の
倉
ま
で
の
距
離
の
遠
近
に
よ
っ
て
附
加
さ
れ
る
加
耗
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
首
然
同
時
に
農
民
各
戸
の
戸
等
が
勘
案
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
農
民
は
最
終
的
に
は
某
人
某
倉
口
糧
若
干

(
折
色
銀
若
干
)
と
し
て
割
嘗
て
ら
れ
、
鯨
よ
り
護
給
さ
れ
る
割

嘗
額
を
記
載
L
た
誼
霊
園
(
由
帖
)
に
基
づ
い
て
、
嘗
該
倉
の
牧
糧
大
戸
の
慮
に
赴
い
て
所
定
の
税
額
を
納
入
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
農
民
が

納
入
を
終
る
と
大
戸
は
彼
等
に
「
私
記
合
同
小
票
」
な
る
も
の
を
護
行
し
、
完
納
し
た
か
、
或
い
は
ま
だ
未
細
分
が
残
っ
て
い
る
か
の
誼
擦
と
し

479 
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一
方
大
戸
は
ニ
疋
の
税
量
額
を
牧
受
す
る
と
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
自
己
所
属
の
倉
へ
解
迭
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
に
よ
る
と
税
糧
波
徴

の
方
法
が
具
鐙
的
に
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
が
、
大
戸
に
閲
し
て
い
え
ば
、
大
戸
は
ま
た
「
牧
糧
大
戸
」
と
も
い
わ
れ
、
各
倉
に
所
属
し
て
設
置

さ
れ
、
税
糧
牧
納
の
賓
務
に
嘗
っ
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
績
く
後
文
に
は

た
。

至
於
牧
解
。
乃
又
嬰
帰
一
串
鈴
法
。
移
枚
分
解
。
大
戸
雄
定
有
各
倉
口
之
名
。
而
但
揮
其
能
事
者
数
人
。
粂
総
牧
受
。
某
倉
催
急
。
則
合

併
以
躍
。
令
原
坐
大
戸
領
而
解
之
。
以
次
皆
然
。

と
も
-
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
一
串
鈴
法
に
つ
い
て
は
後
に
論
及
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
大
戸
に
つ
い
て
は
矢
張
り
「
定
有
各
倉
ロ
之

名
」
と
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
し
て
も
大
戸
に
は
各
倉
口
の
名
が
冠
せ
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
く
、
従
っ
て
大
戸
は
各
倉
に
所
属
す
る
も

の
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
各
倉
の
大
戸
は
開
倉
に
嘗
っ
て
、
先
ず
そ
の
職
掌
、
姓
名
を
漕
運
街
門
に
報

告
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
寓
暦
舎
典
、
巻
二
十
九
、
徴
牧
の
凡
徴
牧
税
糧
の
僚
に
は

正
徳
五
年
奏
准
。
今
後
各
司
府
州
照
秋
糧
。
照
例
十
月
開
倉
。
先
路
管
糧
官
弁
糧
長
・
大
戸
職
名
。
報
知
漕
蓮
街
門
。
次
賂
牧
過
在
倉
糧

数
申
報
。
如
有
違
限
。
不
分
司
府
州
懸
掌
印
官
。
逼
提
問
罪
。
違
限
二
年
。
管
糧
官
降
二
級
。

一
年
者
兎
降
。
各
将
家
属
監
併
。
完
日
原
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放

と
あ
り
、
少
く
と
も
正
徳
五
年
以
後
は
、
大
戸
に
劃
す
る
規
制
が
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
同
時
に
こ
の
奏
准

に
お
い
て
、
大
戸
が
糧
長
と
詑
ん
で
規
制
の
封
象
と
さ
れ
て
い
る
貼
は
十
分
注
意
さ
れ
て
よ
い
。
税
糧
徴
牧
に
嘗
っ
て
、
大
戸
は
糧
長
と
同
様

に
重
要
な
職
役
と
官
府
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
附
言
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
文
は
大
戸
に
閲
す
る
最
も

早
期
の
記
事
の
一
つ
で
あ
り
、
内
容
よ
り
判
断
し
て
、
こ
の
大
戸
と
い
う
職
役
が
設
け
ら
れ
た
の
は
正
徳
五
年
よ
り
も
か
な
り
以
前
の
こ
と
で

あ
っ
た
と
も
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
大
戸
は
各
倉
に
所
属
し
て
設
置
さ
れ
、
税
糧
の
徴
牧
、
運
迭
に
嘗
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
結
に
関
す
る
限
り
で
は
王
朝

政
府
か
ら
も
糧
長
と
同
様
の
重
要
な
職
役
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。



以
上
が
大
戸
と
い
う
職
役
の
基
本
的
内
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
如
何
な
る
基
準
に
よ
っ
て
こ
の
大
戸
が
編
選
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
黙
に
閲
し
て
は
、
管
見
の
範
圏
で
は
大
戸
設
置
嘗
初
の
史
料
が
皆
無
の
賦
況
な
の
で
、
後
期
の
若
干
の
史
料
に
よ
っ
て
類
推
す
る
よ
り
外
に

方
法
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
賓
政
録
、
巻
四
、
徴
牧
税
糧
の
候
に
よ
れ
ば

近
日
各
州
牒
。
坐
波
大
戸
。
各
分
倉
口
。

一
倉
敷
名
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
書
、
巻
二
、
擢
穀
篠
約
の
「
牧
穀
之
法
」
の
僚
に
は

州
勝
倉
。
用
佐
武
官
一
員
。
大
戸
二
名
。

と
も
あ
り
、
こ
れ
は
税
糧
徴
牧
の
際
の
規
定
で
は
な
い
が
、

き
る
で
あ
ろ
う
。
弘
治
雄
州
志
、
巻
三
、
揺
役
の
僚
に
も

預
備
倉
大
戸
二
名
。
毎
名
准
銀
三
雨
。

一
同
監
枚
。

一
倉
に
所
属
す
る
大
戸
の
教
を
推
定
す
る
上
で
、

一
躍
の
参
考
と
す
る
こ
と
が
で

と
あ
り
、

唯
州
で
は
預
備
倉
に
二
名
の
大
戸
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
例
か
ら
判
断
す
る
と
一
倉
に
附
属
し
て
設
置
さ
れ
た
大
戸
の
敷

は
、
嘗
初
は
二
名
以
上
、
数
名
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
倉
の
牧
納
税
糧
額
に
よ
っ
て
若
干
増
減
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

-119一

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
大
戸
の
敷
は
次
第
に
増
加
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
賓
政
録
、
巻
四
、
徴
牧
税
糧
の
僚
の
前
引
の
文
の
後
牢
に

はム

-
:
坐
波
大
戸
。
各
分
倉
口
。

一
倉
数
名
。
甚
者
本
色
大
戸
坐
四
五
十
名
。
大
戸
幾
於
牢
勝
。
三
年
可
以
一
輪
。
雄
稽
衆
撃
易
奉
。
其
貫

相
累
速
窮
。

と
あ
り
、
そ
の
事
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
で
は
甚
だ
し
い
場
合
に
は
「
本
色
大
戸
」
が
四
、
五
十
名
も
編
定
さ
れ
る
に
至
っ

た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
大
戸
の
数
の
増
加
は
、
恐
ら
く
糧
長
数
の
増
加
の
事
情
と
封
比
し
て
、
そ
の
原
因
を
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
後
述
に
譲
り
た
い
。
た
だ
こ
の
文
で
は
大
戸
数
の
増
加
を
矢
張
り
異
常
な
こ
と
と
し
て
述
べ

481 

て
い
る
と
讃
み
取
れ
る
の
で
、
本
来
、
大
戸
の
数
は
そ
れ
程
多
く
は
な
か
っ
た
、
即
ち
「
本
色
大
戸
」
が
四
、

五
十
名
も
設
置
さ
れ
る
に
至
っ
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た
の
は
本
来
の
姿
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

大
戸
の
敷
と
同
時
に
、

こ
の
文
に
は
今
一
つ
注
目
す
べ
き
黙
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
三
年
可
以
一
輪
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、
股
寅
な
農
民
(
そ
の
程
度
は
問
題
で
あ
る
が
〉
は
、
三
年
に
一
年
は
こ
の
大
戸
の
役
に
首
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
前
章
に
引
い
た
崇
瀬
元
氏
鯨
志
の
記
述
で
も
、
大
戸
は
「
各
社
上
六
則
の
丁
・
糧
多
き
者
を
選
ん
で
之
に
余
す
」
と
あ

り
、
そ
の
後
文
に
「
戸
籍
消
乏
。
毎
三
年
間
再
選
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
元
氏
鯨
で
は
三
等
九
則
の
戸
則
で
上
六
則
に
嘗
る
農
民
は
、

三
年
の
う
ち
二
年
は
大
戸
の
役
に
服
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
司
た
の
で
あ
る
。
更
に
賓
政
録
、
巻
二
、
耀
穀
篠
約
に
は

遠
郷
之
民
。
赴
州
牒
納
穀
不
便
。
各
銀
庖
城
壁
。
有
乾
浄
寺
廟
慮
所
。
即
於
該
年
大
戸
。
揮
選
公
正
能
幹
者
二
名
。
領
官
銀
置
買
席
草
。

持
附
近
願
納
穀
石
之
人
。
照
依
本
州
豚
時
佑
牧
受
。

と
あ
り
、

「該
年
大
戸
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
大
戸
の
役
は
永
充
制
で
は
な
く
輪
番
制
で
あ
っ
て
、
毎
年
股
貧
な
有
力
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戸
の
中
か
ら
適
宜
選
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
貼
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
大
戸
は
一
倉
に
二
名
以
上
、
数
名
が
毎
年
、
有
力
戸
の
中
か
ら
交
替
で
選
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
が
、
糧
長
と
の
劉
比
で
考
え
る
な
ら
ば
、
大
戸
は
あ
く
ま
で
も
各
倉
単
位
に
、
そ
の
倉
に
所
属
す
る
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
っ
て
、
糧
長
の
よ
う
に
里
甲
制
を
基
盤
と
す
る
直
に
相
嘗
す
る
公
的
な
統
轄
直
域
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
な
く
、
税
糧
徴
牧
に
首
っ
て

@
 

も
、
里
長
を
督
率
す
る
と
い
う
公
的
な
拘
束
力
は
興
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
寅
政
録
、
巻
四
、

徴
牧
税
糧
の
僚
に

催
糧
嘗
套
。
開
倉
之
後
。
里
老
催
花
戸
納
糧
。
花
戸
不
納
。
里
老
帯
花
戸
赴
比
。

と
あ
り
、
税
糧
徴
牧
に
嘗
っ
て
、
直
接
一
般
農
民
を
督
促
し
た
の
は
里
長
で
あ

っ
て
、
大
戸
は
あ
く
ま
で
も
税
糧
の
牧
納
・
解
迭
が
そ
の
任
務

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
大
戸
と
里
長
と
の
聞
に
は
、
糧
長
と
里
長
と
の
聞
に
存
在
し
た
よ
う
な
一
種
の
統
属
開
係
は
、
基
本
的
に
は
存
在
し
な
か

っ
た
と
考
え
て
い
い
。
換
言
す
る
な
ら
ば
大
戸
は
本
来
里
甲
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
職
役
で
は
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し



後
に
は
事
情
が
異
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
黙
は
後
述
す
る
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
諸
黙
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
大
戸
は
糧
長
と
は
基
本
的
に
異
な
っ
た
性
格
の
職
役
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

:、
0

4
十
九
、
hv

し
か
し
な
が
ら
一
方
で
は
大
戸
は
ま
た
税
糧
の
徴
牧
・
解
迭
と
い
う
重
要
な
職
務
を
負
い
、
こ
の
黙
で
は
政
府
か
ら
も
糧
長
と
同
様
の

重
要
な
役
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
寅
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
面
を
重
視
す
る
な
ら
ば
大
戸
は
里
甲
正
役
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
強
い
て
云
う
な
ら
ば
、
大
戸
は
正
役
的
性
格
と
雑
役
的
性
格
の
二
面
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
よ
り
外
な
い
で
あ

ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
述
べ
て
来
た
所
で
大
戸
と
い
う
職
役
の
基
本
的
性
格
と
そ
の
内
容
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
で
き
た
と
思
う
。
従
っ
て

次
章
で
は
、
こ
の
役
の
設
置
時
期
、
及
び
そ
の
職
責
の
饗
遷
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

四

「
大
戸
」
制
の
饗
蓮

そ
れ
で
は
先
ず
、
大
戸
の
役
の
設
置
時
期
か
ら
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
が
、
今
の
所
、
私
見
の
範
園
で
は
そ
の
時
期
を
明
確
に
示
す
史
料
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を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
武
宗
賃
銭
正
徳
四
年
多
十
月
戊
戊
の
僚
に

戸
部
覆
議
。
総
督
漕
運
右
副
都
御
史
部
賓
。
曾
同
卒
江
伯
陳
熊
等
所
陳
入
事
。
其
可
行
者
三
。

起
。
魚
小
民
累
。
文
運
官
交
免
。
沿
途
遅
慢
。
以
至
後
先
参
錯
。
毎
達
限
期
。
宜
巌
明
賞
罰
以
警
之
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
前
章
に
引
い
た
寓
暦
舎
典
、
「
凡
徴
牧
税
糧
」
の
僚
の
正
徳
五
年
の
奏
准
と
共
に
、
大
戸
に
開
す
る
最
も

早
い
時
期
の
史
料
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
り
判
断
す
れ
ば
、
大
戸
と
い
う
役
の
設
置
が
正
徳
四
年
以
前
の
極
く
近
い
時
期
に
在

一
。
江
南
糧
長
・
江
北
大
戸
。
多
徴
牧
侵

っ
た
と
み
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

特
に
武
宗
貫
録
の
記
事
で
は
、
糧
長
と
誼
ん
で

「
江
北
大
戸
」

が
税
糧
徴
牧
に
嘗
っ
て
不
正
を
働
ら

一
般
農
民
に
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
戸
の
役
が
相
嘗
長
期
間
運
用
さ
れ
て
来
た
結
果

生
じ
た
事
賓
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
糧
長
と
誼
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
こ
の
推
測
を
あ
る
程
度
は
支
持
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

@
 

糧
長
は
、
制
度
上
で
は
か
な
り
の
饗
遷
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
設
置
は
洪
武
初
年
で
あ
り
、
正
徳
初
年
に
於
い
て
は
既
に
百
数
十
年

き
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の
期
聞
を
経
た
職
役
で
あ
る
。
そ
の
糧
長
と
故
記
し
て
不
自
然
で
は
な
い
程
度
に
大
戸
の
役
も
相
首
長
期
間
運
用
さ
れ
て
来
て
お
り
、
そ
の
結

果
制
度
上
に
弛
緩
が
生
じ
て
来
た
も
の
と
、
こ
の
賓
録
の
記
事
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

一
章
に
引
用
し
た
子
慎
行
の
「
興

撫
蓋
一
宋
公
論
賦
役
書
」
に
記
さ
れ
た
「
奮
時
」
や
、
前
章
に
引
い
た
耳
守
般
の
「
契
農
民
以
重
根
本
疏
」
の
「
園
初
」
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に

筆
者
は
解
緯
し
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
設
置
時
期
を
あ
る
程
度
正
確
に
示
す
史
料
を
見
出
し
得
な
い
現
朕
で
は
、
百
六
践
的
年
代
を
推
定
す
る

こ
と
は
そ
れ
程
意
味
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
大
戸
の
設
置
時
期
に
関
す
る
問
題
は
一

一
雄
こ
こ
で
打
切
り
、
今
後
の
問
題
と
し
て
残
し
た
い

と
思
う
。

で
は
引
績
い
て
、
大
戸
と
い
う
職
役
の
内
容
的
饗
遷
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

前
章
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
大
戸
は
税
糧
の
徴
牧
・
運
迭
が
そ
の
職
責
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
大
戸
の
役
の
内
容
嬰
化
の
原
因
は
、
役
の

性
格
そ
れ
自
陸
に
内
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
嬰
化
は
先
ず
大
戸
の
人
数
の
増
加
と
な
っ
て
現
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
最
も
端
的
に

示
し
て
い
る
の
が
前
章
で
も
引
い
た
賓
政
録
の
記
述
で
あ
る
。
煩
を
い
と
わ
ず
も
う
一
度
引
用
し
た
い
。
そ
の
巻
四
、
徴
牧
税
糧
の
僚
に

近
日
各
州
照
。
坐
波
大
戸
。
各
分
倉
口
。

一
倉
数
名
。
甚
者
本
色
大
戸
坐
四
五
十
名
。
大
戸
幾
於
宇
照
。
三
年
可
以
一
輪
。
雄
稽
衆
撃
易
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嗣
挙
。
其
寅
相
累
速
窮
。

と
あ
り
、

「本
色
大
戸
」
が
四
、

五
十
名
に
も
登
っ
た
こ
と
は
前
に
も
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は

「本
色
大
戸
」
と
い
う
語
に
注
目
し
た
い
。

こ
こ
に
「
本
色
」
と
断
わ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

こ
れ
と
の
針
で
「
折
色
大
戸
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
例
え

ば
山
東
経
禽
録
、
巻
四
、
税
糧
附
録
の
嘉
靖
三
十
四
年
の
僚
に
は

毎
直
魚
一
一
種
。
愈
牧
本
色
大
戸
二
名
。
折
色
大
戸
二
名
。
各
給
興
一
植
由
帖
。
照
数
徴
牧

0

・

と
あ
り
、
税
糧
徴
牧
に
嘗
っ
て
「
本
色
大
戸
」

γ

と
は
別
個
に
「
折
色
大
戸
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

大
戸
の
人
数
の
意
味
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
後
文
で
詳
論
す
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
さ
し
嘗
つ
て
は
大
戸
の
職
責
が
分
化
し
て
い
る
こ
と
を
指

」
こ
に
い
う
「
直
」
や
「
橿
」
、

ま
た
各

摘
し
た
い
。
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税
糧
の
銀
納
化
が
本
格
化
す
る
の
は
一
一
般
的
に
は
正
統
元
年
の
所
謂
「
金
一
花
銀
」
の
公
認
以
後
の
こ
と
で
あ
る
が
税
糧
の
折
銀
納
化
に
伴
な

っ
て
、
そ
の
徴
牧
に
嘗
る
夫
戸
の
中
に
職
責
の
分
化
、
即
ち
本
色
を
管
牧
す
る
も
の
と
、
折
色
の
も
の
と
、
が
出
来
て
衆
る
の
は
至
極
嘗
然
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
大
戸
の
人
数
の
増
加
は
、
こ
う
し
た
大
戸
の
職
責
の
分
化
を
一
因
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
本

来
の
大
戸
H

「
本
色
大
戸
」
の
外
に
、
折
糧
銀
を
牧
納
す
る
「
折
色
大
戸
」
が
増
設
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
大
戸
の
職
責
分
化
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
税
糧
の
銀
納
化
は
や
が
て
繕
役
に
も
及
び
、
里
甲
の
一
部
や
均
稽
そ
の
他
の
役
も

⑪
 

相
次
い
で
銀
納
化
さ
れ
て
行
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
責
で
あ
る
。
そ
の
結
果
径
役
銀
を
も
徴
牧
す
る
大
戸
が
出
現
ず
る
の
で
あ
る
。
高
暦
昨
城

勝
志
、
巻
三
、
田
賦
志
、
揺
役
の
僚
に
は
銀
差
・
力
差
・
見
年
里
甲
の
市
恨
の
外
に
雑
差
と
い
う
項
が
あ
り
、
そ
れ
に

牧
糧
大
戸
・
均
倍
大
戸
。
皆
一
卑
讐
甲
輪
余
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
大
戸
の
役
が
分
化
し
て
「
均
篠
大
戸
」
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
大
戸
の
役
の
分
化
は
、
銀
経
済
の
進
展
と
い
う
枇
禽
的
経
済
的
饗
化
を
基
本
的
原
因
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

-123一

従
っ
て
大
戸
の
敷
的
増
加
は
、
新
ら
し
い
職
責
の
大
戸
設
置
の
結
果
で
あ
っ
た
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
具
瞳
的
情

況
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
嘉
靖
裕
州
士
山
、
巻
三
、
回
賦
志
、
征
役
の
僚
に
は

〈
各
色
銭
糧
物
件
。
管
牧
支
解
透
。
倶
取
糧
多
段
貫
之
家
余
充
。
謂
之
大
戸
。
夏
税
原
用
大
戸
五
十
三
名
。
今
議
減
止
用
三
十
二

大
戸名

。
秋
糧
原
用
大
戸
一
百
六
名
。
今
議
滅
止
用
五
十
五
名
。
瞳
紗
、
均
径
原
用
大
戸
三
十
三
名
。
今
議
減
止
用
三
十
一
名
。
逼
共
賞
用

(〈

大
戸
一
百
一
十
八
名
〉

〉
内
は
割
注
〉

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
本
色
大
戸
・
折
色
大
戸
の
匝
別
は
出
て
来
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
「
夏
税
大
戸
」
・
「
秋
糧
大
戸
」
の
内
部
で
貰

際
上
は
機
能
分
化
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
含
め
て
、
こ
の
記
事
に
は
「
夏
税
大
戸
」
・
「
秋
糧
大

戸
」
・
「
盟
紗
・
均
倍
大
戸
」
の
三
種
類
の
大
戸
が
あ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
戸
の
職
責
分
化
が
、
大
戸
の
数
的
増
加
を
も
た
ら
し
た
こ
と

は
も
早
や
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
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で
は
大
戸
数
の
増
加
は
、

そ
の
職
責
分
化
の
結
果
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
戸
の
数
的
増
加
に
つ
い
て
は
も
う
一
つ
の
側
面
か
ら
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
引
の
質
政
録
、
徴
牧
税
糧
の
僚
に
は
「
本
色
大
戸
」
が
四
、
五
十
名
に
も
登
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
間

題
は
同
一
職
責
の
大
戸
数
の
増
加
の
原
因
は
何
か
と
い
う
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
問
題
の
最
も
基
本
的

な
理
由
は
、
首
初
の
大
戸
数

l
一
倉
に
数
名
と
い
う
人
数
で
は
所
定
の
税
糧
数
を
徴
牧
す
る
の
が
困
難
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
雄
稿
衆
筆
易
摩
。
其
貧
相
累
速
窮
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
云
う
「
衆

寅
政
録
の
前
引
の
同
僚
に
は
大
戸
の
人
数
に
つ
い
て
述
べ
、

撃
易
拳
」
と
は
、

一
人
宛
の
責
任
徴
牧
税
額
は
少
く
て
す
む
の
で
、
税
糧
を
徴
牧
す
る
の
が
容
易
に
な
る
で
あ

ろ
う
」
と
い
う
意
味
に
解
穫
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
嘗
初
の
規
定
人
数
で
は
所
定
の
税
糧
額
を
徴
牧
す
る
こ
と
が
困

「
大
戸
の
人
数
が
多
い
ほ
ど
、

難
に
な
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
何
故
に
税
糧
徴
牧
が
嘗
初
よ
り
困
難
に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
大
戸
の
職
責
分
化
に
つ
い
て
述
べ
た
際
、
そ
れ
が
基
本
的
に
は
銀
経
済
の
進
展
を
原
因
と
し
て
起
こ
司
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
今
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
我
々
は
同
じ
原
因
を
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
銀
経
済
の
農
村
へ
の
浸
透
を
基
本
的
原

因
と
し
て
土
地
集
中
化
の
傾
向
が
助
長
さ
れ
、
加
え
て
径
役
を
中
心
と
す
る
牧
奪
の
強
化
等
に
よ
り
、
農
民
の
階
層
分
化
が
念
速
に
進
行
し
、

そ
の
結
果
、
大
戸
に
余
充
さ
る
べ
き
「
糧
多
股
貫
之
家
」
(
前
引
嘉
靖
裕
州
志
)
を
は
じ
め
、
農
民
の
中
に
は
浸
落
す
る
も
の
が
多
数
現
れ
る

に
至

っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
今
こ
の
こ
と
を
明
示
す
る
史
料
を
持
ち
あ
わ
せ
な
い
が
、
そ
の
傍
誼
と
し
て
戸
等
の
問
題
を
考
え
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る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
例
え
ば
高
暦
東
昌
府
志
、
巻
十
二
、
戸
役
志
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

正
徳
前
。
民
撲
畏
法
自
重
。
差
役
稀
少
。
有
司
第
其
貨
産
。
登
降
之
。
句
目
立
排
。
嘉
靖
問
。
賦
役
横
出
。
門
戸
梢
上
。
破
産
相
尋
。
子

是
賠
者
工
其
術
於
詑
寄
析
分
。
館
者
盗
其
費
子
結
納
請
託
。
毎
至
審
編
。
弊
端
如
牛
毛
繭
称
。
:
:
:
:
富
戸
操
其
覇
以
市
子
吏
。
有
富
之

質
。
無
富
之
名
。
貧
者
無
資
以
求
子
吏
。
有
貧
之
賞
。
無
貧
之
名
。
州
鯨
皆
然
。

こ
れ
に
よ
る
と
、

正
徳
以
前
は
謡
役
も
稀
少
で
、

等
九
則
の
戸
等
も
明
確
で
あ
っ
た
が
、

嘉
靖
以
後
、

径
役
負
揺
が
急
増
し
、
そ
の
た

め
に
戸
等
の
上
則
の
農
民
は
相
次
い
で
混
落
し
た
。
そ
こ
で
富
有
な
農
民
は
徳
役
負
捨
を
忌
避
す
る
た
め
に
様
々
な
不
正
手
段
を
奔
し
、
戸
等



が
現
賓
を
正
し
く
反
映
し
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
戸
等
の
上
殺
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
富
農
層
が
浪
落
し
た
原
因
を

「賦
役
横
出」
司
郎
ち
径
役
負
携
の
増
加
に
あ
る
と
し
、

ま
た
そ
の
時
期
を
嘉
靖
年
聞
に
置
い
て
い
る
が
、

こ
れ
は
共
に
正
確
な
記
述
と
は
言
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え
な
い
。
明
代
、
徳
役
賦
課
が
加
重
さ
れ
て
く
る
の
は
一
般
的
に
は
正
統
年
間
の
均
倍
法
貫
施
前
後
の
頃
か
ら
と
考
え
て
よ
く
、
正
徳
年
間
に

至
っ
て
は
、
む
し
ろ
待
役
負
携
は
農
民
に
と
っ
て
非
常
に
苛
酷
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
富
農
屠
の
混
落
は
嘉
靖
以
後
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
正
徳
以
前
よ
り
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
現
象
と
考
え
る
方
が
よ
り
安
嘗
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
原
因
を
径
役
負
措
の
急
増
の
み
に
求

め
る
こ
と
も
適
切
を
依
く
で
あ
ろ
う
。
王
朝
に
よ
る
牧
奪
強
化
と
誼
ん
で
、
嘗
時
、
税
糧
の
折
銀
納
化
を
契
機
と
し
て
農
村
に
、
浸
透
し
つ
つ
あ

っ
た
貨
幣
経
済
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
戸
等
の
素
範
と
い
う
現
象
は
、
従
っ
て
嘗
時
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
農
村

戸
等
に
閲
し
て

内
部
の
饗
動
、

即
ち
農
民
層
分
解
の
一
反
映
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、

ー寸

上

上
・
中
上
は
虚
名
に
し
て
鮮
な
し
。
買
に
十
分
の
内
、
九
分
は
下
下
な
り
」

(
寓
暦
都
士
山
巻
一
、

丁
地
誌
)
と
い
う
記
述
は
、
嘗
時
の
農
村
の

階
層
閥
係
を
推
測
す
る
上
で
一
つ
の
手
掛
り
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
な
お
貫
例
を
一
つ
あ
げ
て
お
き
た
い
。

志
、
巻
四
、
貢
賦
志
、
丁
銀
の
篠
に
よ
っ
て
三
等
九
則
の
丁
教
を
示
す
と
衣
の
如
く
で
あ
る
。

崇
頑
文
安
鯨
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寓
暦
十
四
年
審
編
。
中
上
門
至
下
下
門
。
共
一
回
、

四
入
三
丁

上
上

。
上
中

。
上
下

。

中
上

二
五

中
中

一
五
七

中
下

六
二

O

下
上

、

一一一一一一一

下
中

二
、
六
七

下
下

九
、
七
七
七

有
農
家
の
範
園
は
、

以
上
の
よ
う
な
農
村
の
階
層
関
係
の
中
で
大
戸
の
数
的
増
加
の
問
題
を
考
え
る
な
ら
ば
、
時
代
の
降
る
と
共
に
「
股
寅
戸
」
と
い
わ
れ
た
富

上
等
の
戸
則
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
も
の
か
ら
中
等
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
も
の
に
ま
で
横
大
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
言
い
換
え
る

敷
的
に
は
増
加
し
た
に
違
い
な
い
と
思
わ
れ

「股
賓
戸
」

の
寅
際
上
の
内
容
は
よ
り
小
規
模
の
も
の
を
も
含
む
こ
と
と
な
っ
た
が
、

な
ら
ば
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る
。
こ
れ
を
大
戸
に
つ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
個
々
の
大
戸
は
、
名
目
上
は
「
糧
多
段
貫
之
家
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
貫
は
よ
り
小
規
模
の
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も
の
を
含
む
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
同
時
に
数
の
上
で
は
増
加
の
速
度
を
早
め
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
山
田
畑
頑
元
氏
鯨
志
、
巻
二
、

戸
口
の
僚
の

大
戸
。
選
各
社
上
六
則
丁
糧
多
者
魚
之
。
分
差
徴
解
各
色
銭
糧
。
恐
戸
籍
消
乏
。
毎
三
年
間
再
選
。

と
い
う
記
事
を
、
以
上
の
よ
う
な
農
村
内
部
の
饗
動
の
過
程
に
於
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
言
う
「
各
社
の
上
六
則
の
丁
・
糧
多
き
者
を

選
ん
で
之
(
大
戸
)
に
余
つ
」
と
い
う
記
載
は
、
大
戸
愈
充
の
範
圏
を
「
上
六
則
」
即
ち
戸
等
の
上
上
則
よ
り
中
下
則
ま
で
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る

農
民
に
ま
で
擦
大
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
結
果
恐
ら
く
大
戸
の
敷
は
増
加
し

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
大
戸
愈
充
範
圏
の
鎖
大
と
そ
の
数
の
増
加
は
、
農
村
全
佳
と
し
て
は
「
戸
籍
消
乏
」
即
ち
農
民
逃
亡
の
結
果
と
し

て
、
戸
籍
登
録
者
が
減
少
す
る
と
い
う
過
程
の
中
で
行
わ
れ
た
の
で
、
富
裕
な
農
民
は
結
局
「
毎
三
年
間
再
選
」
と
い
う
よ
う
に
頻
繁
に
大
戸

の
役
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
に
寅
政
録
の
記
事
を
引
い
て
指
摘
し
た
「
本
色
大
戸
」
だ
け
で
四
、
五
十
名
に
登
っ
た
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と
い
う
事
貨
は
、
従
っ
て
上
述
の
よ
う
に
農
村
に
お
け
る
階
層
分
化
の
進
行
を
背
景
と
し
て
、
大
戸
余
充
者
の
範
圏
が
接
大
さ
れ
た
結
果
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
、
大
戸
の
役
の
襲
化
を
そ
の
人
数
の
増
加
と
い
う
黙
に
焦
黙
を
置
い
て
、
そ
の
職
責
の
分
化
と
、
愈
充
範
圏
の
接
大
と
い
う
こ
面
か
ら

論
じ
て
来
た
が
、
終
り
に
人
激
増
加
の
寅
例
を
て
こ
あ
げ
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
前
に
あ
げ
た
裕
州
の
場
合
で
あ
る
。
嘉
靖
裕
州
志
、

巻
三
、
回
賦
志
、
征
役
の
僚
に
よ
る
と
、
裕
州
で
は
「
夏
税
原
用
大
戸
」
五
十
三
名
、
「
秋
糧
原
用
大
戸
」
一
百
六
名
、

e

「
盟
診
・
均
篠
原
用
大

戸
」
三
十
三
名
で
、
計
一
百
九
十
二
名
の
大
戸
が
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
里
甲
数
に
つ
い
て
は
「
保
圃
三
十
二
里
」
と
あ
る
の
で
、
卒

均
一
里
に
六
名
の
大
戸
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
今
一
つ
は
章
丘
町
肺
の
場
合
で
寓
暦
章
丘
牒
志
、
巻
十
二
、
篠
編
志
に
よ
る
と
、
大
戸
数
は

一
百
十
六
名
で
、
里
数
は
一
百
三
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
大
戸
は
前
章
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
里
中
制
を
基
礎
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で

⑬
 

は
な
い
か
ら
、
一
里
に
必
ず
一
人
の
大
戸
が
い
た
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
州
豚
内
に
不
規
則
に
散
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ

の
分
布
賦
況
を
知
る
一
つ
の
目
安
と
し
て
里
甲
敷
を
あ
げ
た
に
過
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
嘗
初
は
一
倉
に
敷
名
で
あ
っ
た
と
い
う
大
戸



敷
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
人
数
の
増
加
は
否
め
な
い
事
責
で
あ
っ
た
。

五

「
夫
戸
」
の
諸
弊

前
章
で
は
主
と
し
て
大
戸
の
役
の
饗
化
を
、
そ
の
人
員
数
の
増
加
と
い
う
黙
か
ら
論
じ
た
が
、
大
戸
人
数
の
増
加
は
、
同
時
に
大
戸
と
い
う

職
役
の
果
す
職
務
上
の
問
題
、
即
ち
諸
々
の
弊
害
を
も
顕
在
化
さ
せ
た
と
恩
わ
れ
る
。
本
章
で
は
大
戸
が
そ
の
職
務
を
進
行
す
る
上
に
現
れ
た

様
々
の
弊
害
を
で
き
る
だ
け
具
髄
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
。

大
戸
の
弊
害
に
つ
い
て
述
べ
た
最
も
早
い
時
期
の
史
料
は
前
章
で
も
引
い
た
武
宗
貫
録
正
徳
四
年
多
十
月
戊
成
の
篠
の

戸
部
覆
議
。
綿
督
漕
蓮
右
副
都
御
史
部
賓
。
舎
同
卒
江
伯
陳
熊
等
所
陳
八
事
。
其
可
行
者
三
。
一
。
江
南
糧
長
・
江
北
大
戸
。
多
徴
牧
侵

魁
。
震
小
民
累
。
:
:

と
い
う
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
大
戸
が
税
糧
の
徴
牧
に
嘗
っ
て
、
一
般
農
民
か
ら
所
定
の
額
以
上
を
徴
牧
し
、
そ
れ
を
横
領
着
服
し
て
い
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
時
代
が
降
る
と
と
も
に
こ
う
し
た
大
戸
の
害
に
つ
い
て
述
べ
た
記
事
は
多
く
な
る
が
、
大
戸
の
税
糧
「
侵
魁
」
と
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い
う
事
責
を
も
う
少
し
具
陸
的
に
み
て
み
よ
う
。

大
戸
が
税
糧
を
横
領
着
服
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
高
暦
保
定
府
志
、
巻
十
九
、
戸
役
志
の
「
議
慮
涯
徴
比
解
銭
糧
事
宜
」
と
い
う

上
奏
文
の
ご
革
大
戸
L

と
い
う
項
に
は

大
戸
則
各
執
赤
暦
。
而
摩
行
其
魁
倒
。
有
私
自
輿
販
。
害
衆
肥
家
。
有
怒
意
侵
漁
。
欺
公
蔑
法
。
其
害
人
非
細
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
云
う
「
赤
暦
」
と
は
「
赤
暦
簿
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
矢
張
り
こ
の
文
の
「
一
給
簿
由
」
と

い
う
項
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

切
照
。
各
慮
振
糧
。
倶
登
赤
暦
簿
。
大
戸
執
之
以
牧
受
。
官
司
援
之
以
稽
査
者
也
。
吏
治
清
明
。
則
好
量
不
生
。
一
失
綜
豪
。
弊
端
百

出
。
或
未
給
市
先
放
。
或
己
牧
而
不
錯
。
或
盗
印
二
三
筋
。
或
塗
抹
不
明
。
或
分
輩
。
大
戸
各
執
一
扇
。
彼
此
混
慨
無
稽
。
毎
遇
査
盤
。

489 
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動
稀
抱
飲
。
小
民
重
徴
。
市
無
所
控
訴
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
赤
暦
簿
と
い

う
の
は
税
糧
徴
牧
の
際
の
蓋
帳
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
こ
の
赤
暦
簿
の
記
載
が
州
鯨
の
官
吏
や
脊

吏
の
不
正
に
よ
っ
て
混
凱
し
て
お
り
、
更
に
こ
の
不
正
な
記
載
に
基
づ
い
て
大
戸
が
不
嘗
に
税
糧
を
取
り
立
て
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
税

糧
徴
枚
上
の
不
正
は
、
既
に
帳
簿
作
製
の
際
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
大
戸
の
み
を
責
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
大
戸

も
そ
の
一
端
を
縫
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
が
一
般
農
民
に
射
し
て
不
嘗
な
訣
求
を
行
っ
た
こ
と
は
事
寅
で
あ
っ
た
。
同
様
の
大
戸
の
不

正
に
つ
い
て
は
山
東
経
曾
録
、
巻
四
、
税
糧
附
録
の
隆
慶
五
年
の
僚
に
も

汲
糧
随
書
手
以
増
滅
。
牧
糧
任
大
戸
以
侵
歎
。
以
致
譲
愚
百
姓
。
賂
自
己
糧
銀
。
亦
莫
知
該
出
若
干
失
。
至
子
赤
暦
之
曾
上
興
否
。
又
執

関
リ
ト
足
。

R
H土
且

と
あ
り
、
税
糧
割
嘗
て
の
際
の
書
手
の
不
正
行
震
と
と
も
に
、

徴
牧
に
際
し
て
の
大
戸
の
「
侵
歎
L

、

即
ち
税
糧
の
横
領
着
服
の
事
寅
を
述
べ
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て
い
る
。

以
上
は
税
糧
徴
牧
に
や
田
つ
て
の
大
戸
の
加
害
で
あ
る
が
、
税
糧
運
搬
に
嘗
つ
て
の
筈
も
見
落
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
山
東
経
曾
録
、
巻
三
、

税
糧
因
革
の
嘉
婿
四
十
三
年
の
候
、
河
南
道
監
察
御
史
董
文
集
の
上
奏
文
に
は

臣
昔
任
章
丘
毎
見
。
大
戸
解
納
起
運
京
進
銀
雨
。
侵
歎
輿
敗
(
販
)
。

借
貸
那
移
。

或
担
稿
途
次
遇
盗
被
虜
。
而
累
年
不
製
批
者
有
之
。

弊
端
蛸
集
。
不
可
勝
言
。

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
章
丘
懸
の
大
戸
が
、
起
運
と
し
て
京
倉
及
び
各
迭
に
迭
る
べ
き
糧
銀
を
解
迭
す
る
際
に
、
そ
の
糧
銀
を
横
領
し
た
り
、

勝
手
に
他
に
流
用
し
、
或
い
は
途
中
で
盗
賊
の
掠
奪
に
遇
っ
た
と
偽
り
、
不
足
分
を
追
求
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
朕
態
に
な
っ
て
い
た
。
賓
政

録
、
巻
四
、
数
解
遺
嗣
の
僚
の
「
魚
起
解
銭
糧
事
」
と
い
う
文
に
は
同
様
の
こ
と
が
更
に
具
鐙
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

照
得
。
大
戸
解
銀
。
司
府
換
批
。
零
星
既
究
環
砕
。
在
道
不
菟
疏
虞
。
且
轄
解
三
闘

・
宣
(
宣
府
)
・
大
(
大
同
)
。
臨
期
的
用
委
官
。
是

一
番
事
瞳
。
南
次
繁
務
。
叉
歎
慢
有
司
。
空
文
起
解
。
好
頑
大
戸
。
弊
種
多
端
。
輿
販
侵
歎
。
或
起
解
険
年
。
猶
不
錆

或
官
銀
到
手
。



競
。
或
偲
稽
腰
解
衛
門
。
選
枚
重
座
。
或
自
己
賂
銀
倫
盗
。
龍
頼
庖
家
。
或
拐
帯
官
銀
在
逃
。
寛
一
難
零
覚
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
戸
が
様
々
の
不
正
手
段
を
弄
し
て
官
銀
を
横
領
着
服
し
、
或
い
は
持
逃
げ
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

上
の
例
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
税
糧
の
徴
牧
・
運
迭
に
嘗
つ
て
の
大
戸
の
不
正
行
震
は
か
な
り
一
般
化
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は

い
わ
ば
大
戸
の
加
害
者
と
し
て
の
側
面
で
あ
っ
て
、
他
の
面
、
即
ち
被
害
者
と
し
て
の
側
面
も
同
時
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
戸
の
そ
の
面
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
、
子
慣
行
の
穀
城
山
館
文
集
、
巻
三
十
四
、
「
輿
撫
蓋
宋
公
論
賦
役
書
」
の
一
節
に

蓄
時
徴
汲
税
糧
。
預
選
段
貫
之
家
。
余
充
大
戸
。
列
擦
自
枚
。
完
日
各
照
厩
口
給
比
自
解
。
嘗
其
牧
時
。
銭
銀
入
手
。
未
菟
妄
費
。
及
至

解
納
。
侵
漁
己
多
。
勢
必
賠
償
。
甚
有
曹
産
質
田
章
室
流
徒
者
。

と
あ
り
、
大
戸
が
税
糧
の
徴
牧
に
嘗
つ
て
は
、
そ
の
際
に
必
要
な
費
用
を
自
排
し
、
解
迭
に
嘗
つ
て
は
、
地
方
官
や
膏
吏
一
に
よ

っ
て
横
領
さ
れ

た
分
の
税
糧
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
土
地
財
産
を
買
っ
た
り
、
質
入
れ
し
て
、
結
局
逃
亡
す
る
者
が
出
る
と
い
う
事
態
に

至
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
官
吏
の
「
侵
漁
」
と
、
大
戸
の
「
賠
償
」
を
も
う
少
し
具
桟
的
に
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
賀
政
録
、
品
包
囲
、
徴
牧
税
糧

の
傑
に
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不
省
官
員
。
又
借
絞
少
名
色
。
以
罪
花
戸
。
花
戸
擢
罪
。
毎
雨
常
重
三
二
分
。
及
嘗
堂
折
封
。
壷
拍
羨
齢
入
己
。
而
一
切
添
搭
火
耗
・
脚

債
。
叉
令
大
戸
包
賠
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
地
方
官
吏
が
税
糧
の
納
入
額
不
足
を
口
責
に
し
て
、
一
般
農
民
か
ら
規
定
額
以
上
の
糧
銀
を
取
り
立
て
、

ら
は
、
彼
ら
農
民
、
が
負
携
し
て
い
た
筈
の
加
耗
や
脚
債
を
取
り
立
て
た
、
即
ち
「
包
賠
」
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

大
戸
か

税
糧
運
迭
に
嘗
つ
て
の
大
戸
の
被
害
に
つ
い
て
は
、
ま
た
山
東
経
曾
録
、
各
四
、
税
糧
附
録
の
隆
慶
五
年
の
僚
の
「
議
漕
糧
加
耗
脚
質
」
に

も
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本
色
米
石
。
在
櫨
鰹
枚
。
水
次
回
放
。
路
途
押
運
。
毎
大
戸
萱
名
。
常
用
三
四
人
。
加
以
賠
費
・
脚
債
。
苦
累
不
堪
。
毎
至
傾
家
。
近
来

開
愈
本
色
大
戸
者
。
畏
擢
賠
累
。
逃
震
盆
多
。
亦
庭
酌
慮
。
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と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
税
糧
運
迭
に
首
る
大
戸
が
、
規
定
で
は
一
名
の
所
が
貫
際
は
三
、
四
人
を
常
用
す
る
よ
う
に
な
り
、
彼
等
が
様
々
な
費

用
、
即
ち
賠
費
|
恐
ら
く
加
耗
等
も
含
む
で
あ
ろ
う
ー
や
脚
債
を
訣
求
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

大
戸
が
取
り
立
て
ら
れ
た
の
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
税
糧
の
不
足
分
や
加
耗
・
脚
憤
等
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
買
政
録
、
巻
四
、
徴
牧
税

糧
の
僚
に
は

一
鯨
正
官
。
波
大
戸
紙
割

・
心
紅
・
竹
箆
・
花
紅
等
物
。
倶
折
債
銀
。
吏

・
門
・

巴

・
快
。
各
有
需
索
。
明
知
故
縦
。
大
戸
不
勝
官
科

O

i
-
-
-
以
後
有
司
。
但
有
科
波
大
戸
分
竜
之
物
者
。
坐
麟
参
罷
。

⑬
 

と
あ
り
、
本
来
な
ら
ば
里
甲
の
公
費
に
含
ま
れ
る
よ
う
な
物
ま
で
も
取
り
立
て
ら
れ
た
し
、
地
方
官
臆
所
属
の
脊
吏
や
門
子
・
宅
隷
・
快
手
等

の
雑
役
夫
等
か
ら
さ
え
も
賄
賂
を
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
大
戸
の
弊
害
を
、
加
害
者
と
被
害
者
の
二
面
か
ら
見
て
き
た
が
、
大
戸
が
径
役
で
あ
る
限
り
、
地
方
官
吏
や
膏
吏
か
ら
訴
求
を
受
け
る
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被
害
者
と
し
て
の
面
が
強
か
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
し
て
大
戸
の
弊
害
の
極
ま
る
所
、
結
局
は
逃
亡
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か

司
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
前
章
で
述
べ
た
大
戸
人
員
数
の
増
加
も
、
こ
の
よ
う
な
具
佳
的
な
大
戸
の
貫
態
と
関
連
附
け
て
考
え
ら
る
べ
き
な
の

く
な
り
、

で
あ
る
。

即
ち
、
大
戸
の
弊
害
は
、
大
戸
人
員
数
の
増
加
に
伴
な
っ
て
抜
大
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
大
戸
に
射
す
る
官
吏
や
有
吏
の
訣
求
が
酷
し

ま
た
逃
亡
し
た
農
民
の
税
糧
分
ま
で
大
戸
が
包
賠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
大
戸
の
負
捨
を
緩
和
す
る
意
味
で
、
大

戸
の
人
数
を
増
や
す
こ
と
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
嘉
靖
末
年
か
ら
高
暦
初
年
頃
に
か
け
て
大
戸
の
弊
害
は
も
早
や
放
置
で
き
な
い
情
況
に
な
っ
て
来
て
い
た
。
そ
こ
で
各
地

で
大
戸
と
い
う
径
役
制
度
の
改
革
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
改
革
が

一
候
鞭
法
と
密
接
に
結
び
附
い
て
い
た
黙
を
次
章
で
明
か
に
し

‘-
、
。

φ
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t
L
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「
大
戸
L

制
の
改
革

前
章
で
は
様
々
な
大
戸
の
弊
害
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
れ
が
四
章
で
述
べ
た
大
戸
人
数
の
増
加
と
も
密
接
な
関
連
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と

も
指
摘
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
賓
が
、
結
局
は
嘗
時
の
農
村
で
進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
土
地
の
集
中
化
を
も
一
因
と
す
る
農
民
層
の
分
解
、

そ
の
反
映
と
し
て
の
戸
等
の
素
観
に
起
因
す
る
こ
と
も
既
に
指
摘
し
た
。
そ
し
て
径
役
制
度
と
し
て
の
大
戸
の
改
革
は
、
こ
の
戸
則
の
素
凱
の

⑮
 

是
正
、
即
ち
一
候
鞭
法
の
施
行
と
直
接
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

山
東
経
曾
録
、
各
四
、
税
糧
附
錬
の
嘉
靖
四
十
一

一年
の
記
事
に

東
省
銭
糧
。
昔
年
倶
照
戸
則
高
下
。
分
援
倉
口
。
倉
口
自
重
而
軽
。
人
戸
自
上
市
下
。
行
之
己
久
。
但
近
年
以
来
。
民
情
滋
偽
。
戸
則
那

減
。
若
照
戸
則
分
涯
倉
口
。
則
大
戸
力
能
営
幹
。
必
得
軽
則
。
貧
民
不
識
官
府
。
反
納
重
糧
。
軽
一
重
倒
置
。
銭
糧
難
完
。
故
改
鴛
一
候
鞭

之
法
。
令
各
大
戸
線
枚
分
解
。
則
好
民
既
不
得
営
幹
各
逗
其
私
。
市
大
戸
又
菟
包
賠
之
累
。
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と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
大
戸
|
こ
の
場
合
は
有
力
戸
、
も
し
く
は
肢
寅
大
戸
と
い
う
意
味
ー
が
不
正
手
段
を
弄
し
て
倉
口
の
軽
則
H
戸
則
の
下

則
を
得
、
そ
れ
に
反
し
て
貧
民
が
重
糧

(戸
則
の
上
則
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
結
果
〉
を
負
携
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
鏡
糧
の
完

納
が
不
可
能
と
な
っ
て
来
た
の
で
、
改
め
て
一
候
鞭
法
を
採
用
し
て
「
線
牧
分
解
」
と
す
れ
ば
、
有
力
戸
の
不
正
も
防
止
で
き
、
又
大
戸
も
銭

糧
の
不
足
分
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
包
賠
之
累
」
を
兎
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
戸

則
の
素
範
が
税
糧
負
措
の
不
公
卒
を
結
果
し
た
の
で
、
そ
の
是
正
策
と
し
て
一
候
鞭
法
を
採
用
し
、
税
糧
の
徴
牧
・
解
迭
に
嘗
つ
て
は
、
大
戸

の
「
包
賠
」
防
止
策
と
し
て
「
線
牧
分
解
」
の
方
法
を
採
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
一
傑
鞭
法
と
「
線
牧
分
解
」
の
方
法
と
が
一
位

⑬
 

の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
線
牧
分
解
」
と
い
う
方
法
が
大
戸
制
と
結
び
つ
い
て
い
る
貼

に
は
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
線
枚
分
解
」
と
い
う
方
法
は
ま
た
ご
串
鈴
法
」
と
も
云
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
墓
端
粛
公
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集
、
巻
二
、

「
寛
農
民
以
重
根
本
疏
」
の
前
に
第
二
章
に
引
い
た
部
分
の
後
文
に
は
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近
年
不
知
何
故
。
乃
饗
第
一
候
鞭
振
。
不
論
貧
富
。
一
切
同
灘
。
既
不
頴
倉
口
。
叉
不
開
石
致
。
只
開
毎
畝
該
銀
若
干
。
致
使
書
手
任
意

増
減
。
漫
無
底
定
。
:
:
:
至
於
牧
解
。
乃
叉
饗
帰

一
串
鈴
法
。
彩
牧
分
解
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
一
候
鞭
法
と
一
串
鈴
法
と
が
相
酎
躍
す
る
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
明
白
で
あ
り
、

は
一
串
鈴
法
の
具
盤
的
方
法
で
あ
っ
て
、
前
引
の
山
東
経
禽
録
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
そ
れ
が
大
戸
の
弊
筈
防
止
策
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
彩
牧
分
解
」
と
い
う
の

ま
た
穆
宗
貫
録
、
隆
慶
四
年
八
月
丙
午
の
僚
の
山
東
巡
撫
梁
夢
龍
等
が
賦
役
三
事
を
僚
上
し
た
一
項
に
は

一
。
正
分
枚
分
解
之
規
。
言
。
往
者
編
余
大
戸
。
分
定
倉
口
。
近
篇

一
串
鈴
法
。
総
枚
分
解
。
轄
移
侵
底
。
常
課
盆
際
。
宜
復
蓄
例
。
給

大
戸
牧
完
。
交
納
司
府
。
司
府
差
官
類
解
。

と
、
前
の
「
彩
枚
分
解
」

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
一
串
鈴
法
の
内
容
が
「
線
牧
分
解
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
云
う
「
総
枚
分
解
」

と
い
う
語
句
の
示
す
内
容
が
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
説
明
の
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
「
線
牧
分
解
」

て
来
た
所
よ
り
判
断
し
て
、

鈴
法
H
「
締
牧
分
解
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
線
鞭
法
以
前
の
税
糧
牧
解
の
方
法
が

「
分
牧
分
解
」
で
あ
り
、

一
候
鞭
法
に
鷹
じ
た
牧
解
方
法
の
改
革
が
一
串
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と
い
う
方
法
に
樹
立
す
る
も
の
と
し
て
「
分
牧
分
解
之
規
」
と
い
う
も
の
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
貼
は
若
干
注
意
を
要
す
る
。
即
ち
い
ま
ま
で
み

従
っ
て
従
来
よ
り
云
わ
れ
て
来
た
よ
う
に
、

一
僚
鞭
法
が
税
糧
賦
課
方

法
の
改
革
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

一
申
中
鈴
法
は
そ
の
徴
牧
・
解
迭
方
法
の
改
革
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
は
、
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
れ
で
は
「
分
牧
分
解
」
と
い
う
方
法
か
ら
「
総
牧
分
解
」
と
い
う
方
法
へ
饗
化
し
た
過
程
に
お
い
て
、
何
が
如
何
に
嬰
化
し
た
の
か
、

そ
れ
が
何
故
に
改
革
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
貼
に
な
る
と
、
従
来
必
ら
ず
し
も
十
分
に
明
瞭
で
あ
っ
た
と
は
い
い
難
い
よ
う
に
思

う
。
こ
の
貼
を
解
明
す
る
た
め
に
我
々
は
「
大
戸
」
制
の
改
革
と
い
う
問
題
を
と
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
論
黙
を
整
理
す
る
意
味
で
も
う
一
度
一
候
鞭
法
寅
施
以
前
の
税
糧
の
徴
牧

・
解
迭
方
法
、
即
ち
「
分
牧
分
解
」
の
問
題
貼
を
簡
単

に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

前
に
引
い
た
山
東
経
舎
銀
、

巻
四
の
嘉
靖
四
十
一
年
の
記
事
に
従
え
ば
、

「
分
枚
分
解
」

の
方
法
と
い
う
の
は
、

「
照
戸
則
高
下
。
分
譲
倉
ロ
。
倉
ロ
自
重
而
軽
。
人
戸
自
上
市
下
」
と
い
う
方
法
で
、
ま
た
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

一
上
戸
振
重
倉
口
。
納



重
糧
。

下
戸
涯
睦
倉
口
。
納
軽
糧
」

(
同
書
、
巻
四
、
隆
慶
四
年
の
僚
)

と
い
う
方
法
で
編
涙
さ
れ
た
税
糧
を
、

各
倉
所
属
の
大
戸
が
徴
牧

し
、
そ
の
税
糧
を
各
該
倉
に
解
迭
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
場
合
あ
く
ま
で
も
戸
則
が
税
糧
編
汲
の
基
準
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
そ
の
戸
則
は
、
山
東
経
曾
録
、
巻
四
、
税
糧
附
録
の
隆
慶
四
年
の
僚
に
よ
れ
ば
l
こ
の
貼
は
既
に
第
三
章
で
指
摘
し

た
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
が

査
各
州
鯨
均
循
文
加
。
見
在
人
戸
。
倶
非
嘗
年
之
比
。
上
中
六
則
。
十
無
一
二
。
下
三
則
。
十
居
八
九
。
及
査
。
重
倉
口
。
十
居
七
八
。

軽
倉
口
。
十
無
二
三
。
以
一
二
上
則
人
戸
。
余
七
八
重
倉
口
。
不
敷
之
教
。
勢
必
及
於
下
戸
。
将
来
百
姓
恐
何
有
破
家
繋
獄
者
。

と
い
う
獄
況
で
あ
り
、

ま
た

今
之
上
戸
。
非
昔
時
之
上
戸
。

一
躍
重
倉
口
之
役
。
力
亦
不
支
。

と
い
う
こ
と
で
、
帳
簿
上
の
戸
則
分
類
は
、
現
買
の
農
村
内
部
の
階
層
開
係
を
殆
ど
反
映
し
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
朕
況
の
下
で
、
既

に
述
べ
た
よ
う
に
大
戸
の
人
員
数
が
増
加
さ
れ
、
そ
れ
に
伴

っ
て
そ
の
弊
害
も
顕
著
に
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
戸
の
愈
充
方
法

つ-
V

9
d
 

自
韓
が
ま
た
こ
の
戸
則
を
基
準
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、

戸
則
に
基
く
税
糧
編
波
と
い
う
方
法
を
贋
止
し
、
土
地
の
所
有
高
に
庭
じ
一
率
に
税
糧
を
割
嘗
て
る
こ
と
に
な
っ
た

は
、
や
は
り
改
革
と
し
て
劃
期
的
な
意
味
を
持
っ
た
じ
、
割
首
て
方
法
の
改
革
は
嘗
然
の
こ
と
と
し
て
徴
牧
・
解
迭
方
法
の
改
革
と
も
な
っ
た

の
で
あ
る
。
即
ち
戸
則
の
贋
止
は
、
そ
れ
と
の
針
臆
関
係
に
あ
っ
た
倉
口
の
等
級
匡
分
の
贋
止
、
即
ち
「
糧
不
分
倉
口
L

と
な
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
し
、
「
不
分
倉
口
」
で
あ
る
以
上
、

!「
線
牧
分
解
」
と
な
る
の
は
嘗
然
の
開
決
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
分
枚
分
解
」
と
い
う
税
糧
の
徴

牧
・
解
迭
方
法
の
捲
嘗
者
が
大
戸
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
「
総
牧
分
解
」
と
い
う
方
法
に
饗
化
し
た
時
期
で
は
、
大
戸
制
自
鐙
が
繁
化
を

一
候
鞭
法

被
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、

「
分
牧
分
解
」
か
ら
「
線
牧
分
解
」
へ
の
饗
化

l
改
革
の
貫
盟
、が
大
戸
制
の
改
革
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
大
戸
制
の
改
革
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、

「
分
枚
分
解
」

か
ら
「
組
枚
分
解
」

へ
の
饗
化
、
即
ち

一
串
鈴
法

495 

質
施
の
意
味
が
十
分
に
は
明
確
に
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
「
総
牧
分
解
」
と
は
具
睦
的
に
は
如
何
な
る
方
法
を
言
い
、

そ
れ
と
大
戸
制
と
は
如
何
に
闘
連
し
合
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
般
的
に
は
「
税
糧
徴
牧
の
際
に
は
項
目
を
分
た
ず

一
ま
と
め
に
し
て
牧
め
、
地
方
か
ら
中
央
へ
迭

⑫
 

る
際
に
は
項
目
を
分
け
て
選
る
」
と
い
う
こ
と
と
解
さ
れ
て
お
り
、

「
総
枚
分
解
」
と
い
う
語
句
の
意
味
は
、

こ
の
場
合
も
こ
の
解
穫
を
何
ら
援
え
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の

目
六
桂
的
方
法
が
明
ら
か
で
な
い
。
そ
こ
で
先
ず
「
穂
牧
分
解
」
の
百
六
鐙
的
方
法
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

子
憐
行
の
穀
城
山
館
文
集
、
巻
三
十
四
、

「
興
撫
蓋
宋
公
論
賦
役
書
」
の
第
四
章
に
引
い
た
文
に
は
、
大
戸
の
弊
害
を
述
べ
た
部
分
に
引
績

い
て

自
候
鞭
法
行
。
糧
銀
上
橿
。
牧
徴
但
余
一
植
頭
守
之
。
止
知
投
入
。
不
暁
錨
雨
。
無
従
侵
牟
。
亦
菟
賠
補
。
此
不
余
大
戸
之
便
也
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
直
接
に
は
一
候
鞭
法
施
行
後
、
大
戸
制
の
駿
止
さ
れ
た
こ
と
の
利
動
を
述
べ
た
文
で
あ
る
が
(
大
戸
制
の
腰
止

に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
、
さ
し
嘗
つ
て
は

「
糧
銀
上
橿
」
と
い
う
部
分
に
注
目
し
た
い
。
即
ち
一
候
鞭
法
施
行
後
は
植
が
設
置
さ
れ
、
農
民

は
指
定
さ
れ
た
植
に
糧
銀
を
投
入
す
る
よ
う
に
な
り
、
植
に
は
植
頭
を
置
い
て
そ
の
番
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は

-134ー

山
東
経
禽
録
、
巻
四
、
税
糧
附
録
の
隆
慶
五
年
の
記
事
に
も

成
法
再
饗
潟
一
串
鈴
。
組
枚
分
解
。
設
立
櫨
頭
。

一
線
牧
受
。

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
線
牧
分
解
」
と
「
設
立
植
頭
」
、
即
ち
「
植
の
設
置
」
と
は
不
可
分
の
こ
と
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
候
鞭
法
|

総
牧
分
解

l
植
の
設
置
は
分
ち
難
く
結
び
つ
い
た
一
連
の
改
革
な
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
植
の
設
置
は
具
盤
的
に
は
如
何
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

植
の
設
置
方
法
は
恐
ら
く
地
方
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
最
も
合
理
的
な
事
例
と
し
て
山
東
済
南
府
の
場
合
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
う
。

山
東
経
禽
銀
、
巻
四
、
税
糧
附
録
の
嘉
靖
三
十
四
年
の
記
事
、
巡
撫
劉
采
の
「
篤
査
議
汲
徴
税
糧
麓
宿
弊
以
蘇
民
国
事
」

と
い
う
文
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

績
擦
済
南
府
申
1

知
府
項
守
瞳
閥
稀
。

本
府
所
属
歴
城
・
長
清
二
豚
。

遁
年
倶
用
一
篠
鞭
分
波
。

章
丘
等
二
十
六
州
豚
。

倶
用
三
等
分



波
。
新
泰
・
莱
蕪
二
勝
。
倶
周
囲
等
波
徴
。
規
制
雄
有
不
問
。
飛
酒
積
弊
則
一
。
小
民
受
累
。
相
臆
議
慮
。
矯
今
之
計
。
莫
若
本
司
涯
糧

之
時
。
備
査
該
豚
坐
到
京
溢
某
倉
若
干
石
。
該
折
色
銀
若
干
。
存
留
某
倉
若
干
石
。
該
牧
市
役
米
若
干
。
遁
共
各
倉
。
該
折
色
銀
若
干
。
本

色
若
干
。
持
本
鯨
遁
年
原
定
糧
数
。
逼
融
均
振
。
毎
糧
萱
石
。
該
折
色
銀
若
干
。
准
牧
幾
銭
幾
分
。
本
色
米
奏
若
干
。
明
撤
箪
尾
。
震
府

輔
護
該
照
。
由
萱
石
而
上
。
震
拾
石
百
石
。
以
至
干
高
石
。
由
萱
石
而
下
。
震
萱
斗
萱
升
萱
合
。
百
姓
皆
自
能
以
類
而
推
也
。
本
府
伺
査
。

某
鯨
毎
糧
萱
石
。
該
折
色
銀
幾
銭
幾
分
。
本
色
米
褒
幾
斗
幾
升
。

不
許
大
戸
分
外
多
牧
基
盤
升
合
。
刊
刻
告
示
。
分
護
各
慮
張
掛
。
使
十

民
暁
然
。
皆
知
今
年
税
糧
毎
石
麿
該
本
色
若
干
。
己
有
定
債
。
各
執
自
己
遁
年
原
納
糧
数
。
査
照
告
示
。
随
便
納
興
大
戸
而
己
。
不
必
使

之
知
矯
何
倉
口
。
亦
不
必
令
里
書
零
分
細
波
。
納
者
既
有
定
数
。
牧
者
自
不
敢
歎
冒
。
初
行
該
鯨
掌
印
官
。
持
築
鯨
里
分
置
簿
。
品
搭
均

勾
。
大
鯨
分
魚
入
医
。
，
小
照
分
震
六
匿
或
四
区
。
毎
直
帰
一
橿
。
余
牧
本
色
大
戸
二
名
。
折
色
大
戸
二
名
。
各
給
興
一
檀
由
帖
。
照
数
徴

取
。
亦
不
必
定
震
何
倉
口
。
大
戸
責
之
里
長
。
里
長
責
之
拾
排
。
拾
排
責
之
花
戸
。
及
時
職
納
。
牧
糧
既
有
定
制
。
起
解
亦
須
及
時
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
済
南
府
知
府
項
守
曜
の
云
う
税
糧
徴
牧
方
法
は
正
に
一
候
鞭
法
の
特
徴
を
備
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
特
に

-135-

税
糧
の
徴
牧
に
嘗
っ
て
、
植
の
設
置
と
大
戸
の
愈
充
の
方
法
を
具
盤
的
に
述
べ
て
い
る
黙
は
注
目
に
値
す
る
。
即
ち
腕
怖
を
あ
る
一
定
の
大
き
さ

の
匿
に
分
割
し
、
各
匿
に
櫨
一
個
を
設
け
、

そ
の
植
に

「
本
色
大
戸
」
二
名
、

「
折
色
大
戸
」
二
名
を
置
き
、
彼
等
に
そ
の
植
の
徴
牧
す
べ
き

税
額
を
記
入
し
た
由
帖
1

一
候
鞭
法
に
よ
り
各
農
民
に
割
嘗
て
た
税
額
を
記
入
し
た
帳
簿
ー
を
輿
え
、
そ
の
記
載
に
も
と
ず
い
て
税
糧
を
徴
牧

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
倉
口
の
匡
別
は
消
滅
し
、
農
民
は
所
定
の
本
色
、
折
色
の
税
額
を
指
定
さ
れ
た
植
の
設
置
場
所
ま
で
持
参
す
れ

ば
よ
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
農
民
に
と
っ
て
も
税
糧
の
細
か
な
医
別
が
無
く
な
っ
た
魚
に
、
納
入
の
際
の
手
聞
は
大
幅
に
省
か
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
伴
な
っ
て
膏
吏
の
中
間
搾
取
を
被
る
こ
と
も
減
少
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
官
側
の
割
嘗
、
徴
牧
方
法
の
簡

素
化
も
大
き
く
進
捗
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
税
糧
の
徴
牧
係
と
し
て
、
依
然
と
し
て
大
戸
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
徴

牧
方
法
の
改
革
が
な
お
不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
ま
だ
農
民
の
自
封
投
植
は
賓
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
大
戸
の
人
員
数
が
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
改
革
と
し
て
一
定
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
即
ち
こ
の
済
南

497 
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府
で
の
一
候
鞭
法
に
お
い
て
は
、
大
戸
人
数
は
一
植
に
四
名
l
本
色
大
戸
二
名
、
折
色
大
戸
二
名
l
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
も
し

一
一
腕
を
入
匡
に
区
分
し
た
と
す
れ
ば
、
毎
匡
一
一
億
で
あ
る
か
ら
、
大
戸
数
は
三
十
四
名
と
な
る
。
こ
の
数
字
を
そ
の
ま
ま
第
三
章
で
あ
げ
た
裕

州
や
章
丘
豚
の
大
戸
数
と
比
較
す
る
な
ら
ば
|
例
え
ば
同
府
内
の
章
丘
鯨
の
場
合
、
大
戸
は
一
百
十
六
名
で
あ
る
が
、

」
の
場
合
は
大
戸
人
数

は
三
分
の
一
以
下
に
減
少
し
た
こ
と
に
な
る
。

「綿
枚
分
解
」
と
い
う
方
法
に
お
い
て
は
、

⑭
 

の
が
一
つ
の
原
則
で
あ
っ
た
が
、
も
う

一つ

の
原
則
と
し
て
「
牧
者
不
解
。
解
者
不
牧
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
幾

し
か
し
大
戸
の
人
数
に
つ

い
て
は
、
な
お
考
慮
す
べ
き
問
題
が
あ
る
。

「
不
分
倉
口
」
と
い
う

度
か
引
い
た
基
端
粛
公
集
、
巻
二
所
牧
の

「
寛
農
民
以
重
根
本
疏
」

に

至
於
牧
解
。
乃
又
嬰
震
一
串
鈴
法
。
彩
枚
分
解
。
大
戸
推
定
有
各
倉
口
之
名
。
而
但
揮
其
能
事
者
数
人
。
品
末
終
牧
受
。
某
倉
催
念
。
則
合

併
以
態
。
令
原
坐
大
戸
領
而
解
之
。
以
次
皆
然
。
不
見
催
者
。
遂
聴
其
抱
依
。
在
大
戸
。
則
牧
者
不
解
。
解
者
不
枚
。
秤
頭
之
積
除
。
牧

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
文
は
一
串
鈴
法
に
射
し
て
反
射
意
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

「牧
者
不
解
。
解
者
不
牧
」
と
い
う
原
則
を
具

cu 

者
得
之
。
及
其
交
納
之
添
盤
。
解
者
賠
鷲
。

鎧
的
に
述
べ
て
い
る
貼
で
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
大
戸
の
職
務
が
税
糧
を
牧
受
す
る
も
の
と
、
解
迭
す
る
も
の
と
に
明
確
に
区
別
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
少
く
と
も
税
糧
の
牧
納
に
嘗
る
大
戸
の
人
数
は
、

「
但
揮
其
能
事
者
数
人
。品
来
線
牧
受
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

た
だ
、
解
迭
面
で
な
お
「
原
坐
大
戸
」
と
述
べ
ら
れ
て

判
断
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
一
串
鈴
法
寅
施
前
よ
り
は
減
少
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
全
世
と
し
て
大
戸
人
数
が
ど
の
程
度
に
減
少
し
た
か
は
疑
問
が
残
る
が
、

「
総
牧
分
解
」
と
い
う
方
法
が
そ
の
傾
向

を
促
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

こ
こ
で
論
を
も
う

一
度
済
南
府
の
場
合
に
戻
す
な
ら
ば
、

そ
こ
で
上
げ
た
三
十
四
名
と
い
う
大
戸
数
は
税
糧
牧
納
に
嘗
る
も
の
の
人
数
で
あ

っ
て
、
解
迭
に
賞
る
人
数
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
解
迭
に
首
る
大
戸
の
人
数
を
合
せ
る
と
、
嘗
然
大
戸
数
は
三
十
四
名
よ
り
か
な
り
増

加
す
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
に
徴
牧
よ
り
は
解
迭
の
方
が
よ
り
多
く
の
傍
力
を
必
要
と
し
た
之
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ

の
場
合
も
そ
の
ま
ま
大
戸
人



教
を
比
較
す
る
こ
と
は
か
な
り
無
謀
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
線
枚
分
解
」
|
「
植
の
設
置
」
と
い
う
方
法
が
、
「
不
分
倉
ロ
」
と
い
う
こ

と
と
不
可
分
に
結
び
附
い
た
方
法
で
あ
る
以
上
、
従
来
の
倉
単
位
の
大
戸
人
数
が
何
ら
か
の
方
法
で
整
理
さ
れ
て
来
る
の
は
嘗
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
済
南
府
の
場
合
、
大
戸
人
数
が
三
分
の
一
以
下
に
減
少
し
た
と
は
云
え
な
い
に
し
て
も
、

や
は
り
整
理
減
少
さ
れ
る
傾
向
に
あ

っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
大
戸
人
数
の
減
少
は
大
戸
の
弊
害
除
去
に
結
び
ウ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
し
、

ま
た
「
牧
者
不
解
。
解
者
不
牧
」
と

不
正
を
働
き
、
或
い
は
被
害
を
受
け
る
機
舎
を
制
限
す
る
意
味
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
る

や
は
り
一
定
の
改
革
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
た
に
違
い
な
い
。
従
っ
て
葛
守
躍
は
上
引
の
文
で
、

一
串
鈴
法
に
よ
っ
て
生
じ
た
弊
害
を

い
う
原
則
も
、
大
戸
が
そ
の
職
責
を
遂
行
す
る
上
で
、

の
で
、

指
摘
し
、
そ
れ
に
劃
し
て
反
劉
意
見
を
述
べ
て
い
る
が

一
般
的
趨
勢
か
ら
み
れ
ば
、

一
串
鈴
法
は
や
は
り
税
糧
の
徴
牧

・
解
迭
方
法
に
お
け

る
改
革
で
あ
っ
た
と
評
債
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

法
1

綿
牧
分
解
1

植
の
設
置
が
、

一
連
の
不
可
分
の
改
革
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
こ
の
黙
に
つ
い
て
な
お
若
干
の
注
簿
を
加
え
な

ヴ，。。

た
だ
葛
守
躍
の
文
で
な
お
注
意
す
べ
き
黙
は
、
植
の
設
置
に
つ
い
て
何
ら
論
及
さ
れ
て
い
な
い
ご
と
で
あ
る
。
筆
者
は
本
章
で
既
に
一
候
鞭

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
組
枚
分
解
と
い
う
方
法
が
、
必
ら
ず
同
時
に
植
の
設
置
を
意
味
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
事
貫
に
お
い
て
は
必
ら
ず

し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
基
守
瞳
は
一
候
鞭
法
に
お
い
て
植
の
設
置
さ
れ
て
い
な
い
事
例
に
接
っ
て
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

一
候
鞭
法
が
そ
の
内
容
に
お
い
て
地
域
的
、
時
期
的
に
全
く
多
種
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
何
ら
不
可
解
な
こ
と
で

は
な
い
。
従
っ
て
総
枚
分
解
l
植
の
設
置
は
論
理
的
に
は
一
連
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
事
賓
と
し
て
は
相
違
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。

」
の
こ
と
は

し
か
し
一
候
鞭
法
が
普
及
、
定
着
す
る
に
倖
っ
て
植
の
設
置
に
準
ん
だ
場
合
が
は
る
か
に
多
く
、

一
僚
鞭
法
|
組
枚
分
解
l
植
の
設
置
と
い
う

⑬
 

の
が
最
も
基
本
的
な
形
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
一
候
鞭
法
の
初
行
期
よ
り
さ
程
へ
だ
た
ら
な
い
嘉
靖
三
十
四

年
に
済
南
府
で
貫
施
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
一
候
鞭
法
に
お
い
て
、
既
に
植
の
設
置
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
上
の
考
え
を
支
持
す
る
も

と
考
え
る
。
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一
線
鞭
法
に
お
け
る
線
枚
分
解
と
い
う
方
法
と
植
の
設
置
の
関
連
性
、
そ
の
改
革
的
意
味
、
及
び
そ
れ
と
大
戸
と
の
閥
連
を
述
べ
て

来
た
。
じ
か
し
植
の
配
置
が
如
何
に
合
理
的
に
行
わ
れ
、
大
戸
人
数
が
整
理
さ
れ
よ
う
と
、
税
糧
の
徴
牧
係
と
し
て
の
大
戸
が
官
と
一
般
農
民

と
の
聞
に
介
在
し
て
い
る
限
り
、
四
章
で
述
べ
た
よ
う
な
大
戸
の
弊
害
は
基
本
的
に
除
去
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
戸
制
の

改
革
は
嘗
然
の
結
果
と
し
て
大
戸
制
の
腰
止
に
ま
で
準
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、

そ
こ
で
、
大
戸
の
底
止
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
前
に
引
い
た
子
慣
行
の
文
を
こ
こ
で
も
う
一
度
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

奮
時
徴
振
税
糧
。
預
選
肢
貫
之
家
。
余
充
大
戸
。
列
態
自
牧
。
完
日
各
照
原
口
給
批
自
解
。
嘗
其
牧
時
。
銭
銀
入
手
。
未
完
妄
費
。
及
至

解
納
。
侵
漁
己
多
。
勢
必
賠
償
。
甚
有
葡
産
質
回
蚕
室
流
従
者
。
自
候
鞭
法
行
。
糧
銀
上
植
。
牧
徴
但
余
一
橿
頭
守
之
。
止
知
投
入
。
不

境
錨
雨
。
無
従
侵
牟
。
亦
菟
賠
補
。
此
不
余
大
戸
之
便
也
。
(
穀
城
山
館
文
集
、
各
三
十
四
、
興
撫
蓋
宋
公
論
賦
役
書
〉

こ
こ
に
は
「
不
象
大
戸
之
便
」
、
即
ち
一
候
鞭
法
賓
施
後
、
大
戸
の
贋
止
に
よ
り
そ
の
弊
害
が
除
か
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
が
明
瞭
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
大
戸
を
底
止
し
た
代
り
に
橿
頭
一
人
を
設
け
、
そ
の
者
に
糧
銀
の
投
櫨
を
監
守
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
場
合

は
農
民
の
自
封
投
駒
が
寅
現
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
こ
の
文
で
は
一
傑
鞭
法
の
賓
施
l
植
の
設
置
|
大
戸
の
腰
止
が
一
連
の
こ

と
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
櫨
の
設
置
が
直
接
大
戸
の
慶
止
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
こ
の
文
で
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は
、
大
戸
底
止
の
利
融
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
植
の
設
置
方
法
、
植
頭
の
選
充
方
法
等
に
つ
い
て
は
全
く
燭
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の

黙
を
よ
り
目
六
睦
的
に
述
べ
て
い
る
の
が
既
に
引
用
し
た
箇
所
も
あ
る
寓
暦
保
定
府
志
、
巻
十
九
、
戸
役
志
の
「
議
慮
汲
徴
比
解
銭
糧
事
宜
」
と

い
う
申
文
で
あ
る
。
こ
れ
は
保
定
府
通
剣
鴻
惟
敏
が
隆
慶
三
年
六
月
、
保
定
巡
撫
に
奉
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
一
順
里
甲
L

と
い
う
候

tこ

十
甲
之
中
。
揮
田
糧
物
力
最
多
者
震
社
頭
。
給
牧
糧
赤
暦
一
扇
。
照
依
十
甲
次
序
編
波
。
附
於
其
後
。
管
牧
合
祉
銭

@

@

@
 

糧
。
印
牧
頭
大
戸
也
。
而
一
枇
止
此
一
名
。
自
足
牧
受
。
其
各
倉
場
牧
頭
・
分
麓
大
戸
数
百
除
名
。
井
催
糧
老
人
・
催
頭
・
催
甲
・
駄
家

一
切
草
退
。
而
公
差
下
郷
之
擾
絶
跡
実
。
又
於
該
勝
二
十
儀
社
。
各
以
相
近
分
矯
四
郷
。
而
捧
吐
頭
之
富
厚
者
負
郷
頭
。

以
崎
零
・
寄
圧
。

-
地
方
等
役
。



亦
日
極
頭
。
常
川
在
豚
。
分
管
四
極
。
牧
貯
糧
銀
。
更
番
類
解
。
是
以
在
任
年
半
之
内
。
解
完
五
年
之
糧
。
屯
糧
・
馬
債
。
各
亦
如
之
。

該
豚
遠
近
銭
糧
。
至
今
不
紙
。

と
あ
り
、
彼
は
こ
の
方
法
を
「
順
甲
之
法
」
と
呼
び
、
近
頃
各
州
鯨
で
貫
行
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
文
の
「
一
逼
折
納
」
と
い

@
 

う
僚
で
は
一
候
鞭
法
を
行
う
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
こ
の
「
順
甲
之
法
」
は
一
候
鞭
法
と
関
連
し
た
改
革
と
考
え
て
よ
い
。

所
で
こ
こ
で
は
、
櫨
の
設
置
方
法
を
具
健
的
に
述
べ
る
と
共
に
、
奮
来
の
大
戸
を
は
じ
め
、
倉
場
牧
頭
や
催
糧
老
人
等
税
糧
の
徴
牧
に
関
係

あ
る
一
切
の
絡
役
を
贋
止
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
代
っ
て
、
新
た
に
各
社
(
里
)
に
社
頭
一
人
を
置
き
、
そ
れ
が
各
里
甲
の
税
糧

の
催
督
、
徴
牧
を
司
る
の
で
あ
り
、
一
方
、
勝
単
位
で
は
、
豚
を
四
郷
に
分
ち
、
各
郷
に
橿
一
を
置
き
、
そ
の
植
に
は
社
頭
中
よ
り
濯
ば
れ
た

こ
こ
に
見
る
限
り
こ
の

植
頭
を
配
置
し
、

牧
貯
し
た
糧
銀
は
輪
番
で
鯨
街
門
ま
で
解
迭
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

「
順
甲
之
法
」
は
非
常
に
簡
明
な
方
法
で
あ
り
、
こ
の
法
が
こ
の
通
り
に
貫
行
さ
れ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
従
来
の
大
戸
の
弊
害
は
大
幅
に
除
去

で
き
た
で
あ
ろ
う
。

彼
等
に
そ
の
櫨
を
管
理
さ
せ
、

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
場
合
、
そ
の
名
の
通
り
社
頭
・
橿
頭
の
選
充
や
、
植
の
設
置
が
里
甲
制
を
基
礎
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
を
要

-139-

す
る
。
前
に
述
べ
た
山
東
済
南
府
の
場
合
も
、
大
戸
は
ま
だ
底
止
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
税
糧
の
徴
牧
に
嘗
つ
て
は
「
大
戸
責
之
里
長
。

里
長
責
之
拾
排
。
拾
排
責
之
花
戸
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
植
の
設
置
に
つ
い
て
は
匿
毎
に
一
植
を
置
く
と
あ
る
の
み
で
匿
の
具
瞳
的
な
分
割

の
方
法
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
や
は
り
里
甲
制
を
基
礎
に
し
よ
う
と
い
う
方
向
は
十
分
に
窺
え
る
。
従
っ
て
保
定
府
の
場
合
は
、
済
南
府

に
お
け
る
税
糧
の
徴
枚
・
解
途
方
法
と
大
戸
制
の
改
革
の
方
向
を
よ
り
一
一
層
推
進
さ
せ
た
形
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
し
か
し
大
戸
制
の
改
革
は
、
大
戸
の
慶
止
と
い
う
段
階
で
終
っ
た
の
で
は
な
い
。
蔦
暦
東
昌
府
志
、
巻
十
二
、
戸
役
志
に

夫
革
大
戸
便
也
。
橿
頭
易
名
猶
大
戸
也
。
如
免
軍
存
留
臨
清
倉
。
賠
累
如
故
。
是
移
大
戸
之
累
子
橿
頭
也
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
保
定
府
の
場
合
で
い
う
な
ら
ば
、
社
頭
や
権
頭
が
な
お
農
民
か
ら
蓮
充
さ
れ
て
い
る
限
り
は
、
蓄
来
の
大
戸
の
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弊
害
は
完
全
に
取
除
か
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

税
糧
の
徴
牧
・
解
迭
に
嘗

つ
て
の
弊
害
を
除
去
す
る
方
法
は
結
局
「
官
牧
官

解
」
よ
り
他
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
黙
を
最
も
具
鎖
的
に
述
べ
た
の
が
崇
禎
文
安
照
志
の
次
の
よ
う
な
記
事
で
あ
る
。
そ
の
各
四
、
責
賦
志
賦

税
の
僚
に

唐
令
目
。
自
九
則
行
差
之
法
浸
失
其
初
。
余
報
大
戸

・
門
則
頭
役
之
苦
。
員
不
営
赴
湯
踏
火
突
。
民
牧
之
謂
何
而
忍
令
至
此
。
余
子
崇
禎

元
年
季
夏
。
稽
任
此
土
。
洞
悉
民
隠
。
首
革
大
戸
。
定
震
官
牧
官
解
。
而
以
耗
銀
供
顧
募
。
傾
錨
脚
債
等
項
之
費
。
劉
酌
員
役
領
解
。

と
あ
り
、
知
鯨
の
唐
紹
莞
が
大
戸
を
廃
止
し
て
、
官
牧
官
解
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
そ
の
内
容
を
更
に
具
般
的
に

述
べ
た
の
が
次
の
批
文
で
あ
る
。

批
。
毎
年
余
大
戸
六
十
除
名
。
以
謄
徴
解
。
供
億
之
苦
。
開
之
殊
可
痛
心
。
該
豚
給
工
食
以
募
植
頭
。
掴
俸
資
以
備
器
具
。

酌
議
官
吏
快
枇
以
解
京
遇
。
永
革
大
戸
。

級
按
院
亥
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
税
糧
の
徴
牧

・
解
迭
に
首

っ
て
い
た
大
戸
を
底
止
し
、
代
っ
て
加
耗
銀
を
を
工
食
と
し
て
橿
頭
を
顧
募
し
、
彼

等
に
植
を
監
守
さ
せ
、
一
方
官
僚

・
脅
吏
・
快
手

・
民
批
の
中
よ
り
選
ん
だ
者
を
し
て
牧
貯
し
た
糧
銀
を
京
溢
各
所
へ
解
迭
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
至

っ
て
税
糧
の
徴
牧

・
解
迭
に
嘗
る
職
役
は
全
く
顧
役
化
し
、

「
官
牧
官
解
」
と
い
う
方
法
が
質
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
段
階
で
は
恐
ら
く
農
民
の
自
封
投
憶
が
、

一
方
で
寅
施
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
大
戸
制
の
改
革
は
こ
こ
に
至
っ
て
完
成
さ
れ
た
と
い
っ
て

い
い
で
ろ
う
。

大
戸
制
は
先
ず
「
総
牧
分
解
」

l
「
植
の
設
置
」
と
い
う
段
階
で
、
あ
る
程
度
の
改
革
を
受
け
た
、
剖
ち
大
戸
人
数
の
整
理
減
少
で
あ
る
。

@
 

そ
し
て
地
域
に
よ
っ
て
は
既
に
植
頭
が
置
か
れ
た
所
も
あ
っ
た
。
次
い
で
大
戸
の
全
面
的
駿
止
と
、
少
数
の
そ
れ
に
代
る
植
頭
等
の
設
置
と
い

う
段
階
で
あ
り
、
最
後
に
は
税
糧
の
徴
牧

・
解
迭
に
嘗
る
役
の
顧
役
化
、
即
ち
「
官
牧
官
解
」
の
寅
現
で
あ
っ
た
。
大
戸
制
の
改
革
H
大
戸
の

腹
止
は
大
別
し
て
上
の
よ
う
な
三
段
階
を
経
て
完
成
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う。

そ
し
て
こ
の
改
革
は
、
一
候
鞭
法
に
お
け
る
税

糧
課
波
方
法
の
改
革
と
劉
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
に
お
い
て
、
従
来
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
一
候
鞭
法
に
お
け
る



税
糧
の
徴
牧
・
解
、途
面
で
の
改
革
、
郎
ち
一
串
鈴
法
と
大
戸
制
の
関
係
を
幾
分
か
で
も
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
こ
う

し
た
改
革
が
全
て
必
ず
こ
の
段
階
を
経
た
と
は
云
え
ず
、
地
方
的
な
差
異
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
も
充
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七

む

す

び

以
上
、
六
章
に
わ
た
っ
て
、
華
北
に
お
け
る
大
戸
と
い
う
職
役
の
基
本
的
内
容
と
性
格
、
及
び
そ
の
制
度
と
し
て
の
襲
遣
の
過
程
を
論
じ
て

来
た
。
こ
こ
で
特
に
お
断
り
し
た
い
の
は
、
小
稿
で
は
大
戸
と
い
う
役
を
あ
く
ま
で
も
制
度
史
的
に
整
理
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
も
本
文
中
で
お
断
り
し
た
よ
う
に
、
特
に
大
戸
設
置
嘗
初
の
事
情
を
全
く
不
明
に
置
い
た
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
論
じ
た
地
域
も
華
北

@
 

五
省
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
他
の
地
域
に
も
存
在
し
た
同
様
の
大
戸
と
い
う
名
稿
の
役
に
つ
い
て
は
、
全
く
論
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
糧
長
制

と
の
封
比
や
、
里
甲
制
と
の
関
係
も
誠
に
不
十
分
に
し
か
鯛
れ
て
い
な
い
。
洛
意
的
な
論
及
と
の
批
剣
は
兎
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
増

し
て
気
掛
り
な
の
は
、
多
岐
を
極
め
る
文
集
や
地
方
志
の
記
事
を
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
の
み
整
理
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
た
だ
従
来
殆
ど
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か

っ
た
大
戸
と
い
う
も
の
が
、
税
糧
の
徴
牧
一
解
迭
と
い
う
面
で
は
糧
長
に
劣
ら
ず
重
要
な
職

役
で
あ
る
こ
と
が
不
十
分
な
が
ら
明
ら
か
に
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
大
方
の
御
叱
正
、
御
教
示
を
切
墓
し
て
筆
を
捌
く
。
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附
記
。
本
稿
は
筆
者
が
昭
和
四
十
一
年
九
月
よ
り
翌
四
十
二
年
二
月
迄
、
文
部
省
内
地
研
究
員
と
し
て
東
洋
文
庫
に
留
製
し
た
際
の
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
留
皐
中
一
方
な
ら
ぬ
御
世
話
に
な
っ
た
東
洋
文
庫
の
方
々
に
心
か
ら
お
躍
を
申
し
述
べ
た
い
。
ま
た
筆
者
の
内
地
留
撃

に
御
室
力
い
た
だ
い
た
内
田
吟
風
数
授
を
は
じ
め
と
す
る
紳
戸
大
皐
文
事
部
の
諸
先
生
方
に
も
記
し
て
厚
く
御
櫨
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
本

稿
作
製
に
嘗
つ
て
は
、
山
根
幸
夫
氏
を
は
じ
め
と
す
る
東
洋
文
庫
明
代
史
研
究
室
の
諸
先
生
、
岩
見
宏
氏
、
小
山
正
明
氏
等
か
ら
貴
重
な
指

導
、
助
言
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
℃
厚
く
御
櫨
申
し
上
げ
ま
す
。
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註①
梁
方
仲
「
現
代
極
長
制
後
」

四
頁
。

②
山
線
幸
夫
「
明
代
街
役
制
度
の
展
開
」

書
四
)
六
十
二
頁
。

①
山
根
氏
前
掲
醤
第一

章
第
三
節
の
一
、
第
二
章
第
二
節
の
=
一
参
照
。

①
梁
氏
前
掲
缶百
五
十
八
頁
。

⑤
山
根
氏
前
掲
書
三
十
九
頁
。

⑤
賀
政
録
の
序
文
に
「
致
。
先
生
(
巴
坤
)
自
拙
阿
南
道
参
政
按
察
吾
音
。

旋
自
快
藩
捗
菅
撫
。
前
後
共
六
年
。
所
著
明
職
民
務
等
五
種
。
以
次
頒

布
」
と
あ
り
、
呂
坤
は
山
東
・
山
西
・
峡
西
各
地
に
お
い
て
地
方
官
を
歴

任
し
た
経
験
を
基
に
、
後
に
門
人
越
文
嫡
に
よ
っ
て
「
賀
政
録
」
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
た
著
作
を
頒
布
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
中
で
は
二
度

も
地
方
官
と
し
て
賓
際
政
治
を
携
嘗
し
た
山
西
地
方
の
事
情
が
中
心
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

①
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
第
四
章
参
照
。

③
糧
長
の
職
責
に
つ
い
て
は
梁
氏
前
掲
書
第
二
章
、
川
瀬
智
詩
子
「
明
代

の
糧
長
L

(

文
化
十
七
の
六
)
、
星
斌
夫
「
明
代
遺
運
の
研
究
」
(
日
本

事
術
振
興
曾
刊
〉
の
第
三
章
、
山
根
氏
前
掲
書
第
一
章
第
三
節
の
三
等
参

照。

①

糧
長
が
設
置
さ
れ
た
の
は
洪
武
四
年
の
こ
と
で
、
そ
の
後
十
五
年
に
一

旦
駿
止
さ
れ
た
け
れ
ど
も
十
八
年
に
は
復
活
さ
れ
た
。
糧
長
制
度
が
最
終

的
に
確
定
さ
れ
た
の
は
一
般
的
に
洪
武
三
十
年
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
動
に
つ
い
て
は
註
@
所
引
の
各
書
参
照
。

@
稔
糧
の
銀
納
化
に
つ
い
て
は
、
清
水
泰
次
「
明
代
に
お
け
る
租
税
銀
納

(
上
海
人
民
出
版
位

一
九
五
七
〉
五
十

(
東
京
女
子
大
事
事
曾
研
究
叢

の
設
逮
」
ハ
東
洋
撃
報
二
十
二
空
一
一
〉
、
「
中
園
近
世
枇
曾
経
済
史
」
(
西

野
蓄
広
〉
第
三
章
「
折
納
」
等
、
ま
た
金
花
銀
に
つ
い
て
は
堀
井
一
雄

「
金
花
銀
の
展
開
」

(東
洋
史
研
究
五
の
二
)
参
照
。

⑪
里
甲
の
銀
納
化
に
つ
い
て
は
岩
見
宏
「
明
代
地
方
財
政
の
一
考
察
」

(
研
究
三
)
、
栗
林
宣
夫
「
里
甲
銀
に
闘
す
る
考
察
」
(
東
洋
史
皐
論
集

二
)
、
山
線
氏
前
掲
書
第
二
章
、
第
二
節
等
。

ま
た
均
衝
の
銀
納
化
に
つ

い
て
は
岩
見
宏
「
銀
差
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
(
史
林
四
十
の
五
〉
山
根

氏
前
掲
書
第
二
章
、
第
一
節
同
前
掲
書
附
論
「
明
化
華
北
に
お
け
る
役
法

の
特
質
」
、
拙
稿
「
明
代
華
北
に
お
け
る
銀
差
成
立
の
一
研
究
」
(
東
洋

史
研
究
二
十
の
三
)
等
参
照
。

そ
の
他
の
役
に
つ
い
て
は
佐
伯
富
「
明
消
時
代
の
民
妊
に
つ
い
て
」

(
東
洋
史
研
究
十
五
の
四
)
、
岩
見
宏
「
明
代
の
民
妊
と
北
遜
防
衛
」
(
東

洋
史
研
究
十
九
の
二
〉
、
山
根
氏
前
掲
書
第
二
章
第
三
、
四
節
等
参
照
。

⑫
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
山
根
氏
前
掲
書
第
二
章
第
一
節
、
第
二
参
照
。

⑬
こ
の
駄
に
つ
い
て
は
蔦
暦
保
定
府
士
山
、
容
十
九
、
芦
役
士
山
の
「
議
慮
汲

徴
比
解
鎗
続
事
宜
」
と
い
う
上
奏
文
の
「
一
順
里
甲
」
の
傑
に

切
照
。
往
年
徴
牧
之
法。

設
立
大
戸
。
散
在
各
社
。
彼
此
収
納
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑬
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
山
根
氏
前
掲
書
第
一
章
第
二
節
、
三
節
、
第
二
章

第
二
節
。
岩
見
氏
註
⑬
論
文
等
参
照
。

⑬

華
北
に
お
け
る
一
傑
鞭
法
の
施
行
が
戸
則
の
廃
止
と
結
び
つ
い
て
い
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
根
氏
前
掲
書
附
論
、
岩
見
宏
「
山
東
経
曾
録
に
つ

い
て
」
(
清
水
博
士
遁
悼
記
念
明
代
史
論
叢
所
枚
)
参
照
。

⑬
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
岩
見
宏
「
明
の
嘉
靖
前
後
に
於
け
る
賦
役
改
革
に

つ
い
て
」
〈
東
洋
史
研
究
十
の
五
)
参
照
。
一
篠
鞭
法
に
関
す
る
論
文
で
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こ
の
貼
時
論
及
し
た
も
の
は
多
い
。

⑫
岩
見
氏
註
⑬
所
引
論
文
参
照
。

⑬
岩
見
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑬
こ
の
駄
に
つ
い
て
は
藤
井
宏
「
創
行
期
の
一
篠
鞭
法
」
参
照
。

@
税
糧
の
自
封
投
植
に
つ
い
て
は
藤
井
宏
ご
傑
鞭
法
の
一
側
面
」

田
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
所
牧
〉
参
照
。

@
こ
れ
は
皇
長
の
職
責
分
化
に
よ
り
出
現
し
た
役
種
と
考
え
ら
れ
る
。
例

え
ば
質
政
録
、
各
四
、
徴
収
税
糧
の
僚
に

惰
慢
之
吏
。
倦
於
催
科
。
値
銭
糧
緊
急
。
令
各
里
催
頭
先
賠
。
或
令

坐
樋
牧
頭
預
支
。

と
見
え
て
い
る
。

@
こ
れ
は
甲
首
の
嘗
る
役
目
と
恩
わ
れ
る
。

⑧
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
の
所
不
明
で
あ
る
。

@
切
照
。
本
府
税
糧
。
原
有
米
安
馬
草
之
分
。
起
存
本
折
之
異
。
近
年

府
地
波
本
色
者
。
倶
改
折
色
。
蓋
因
頭
緒
繁
多
。
分
析
現
時
肝
。
不
惟
易

於
篤
弊
。
抑
旦
難
於
徴
牧
。
是
以
纏
通
融
之
法
。
立
簡
便
之
規
。
各

省
多
如
此
行
名
潟
一
線
違
法
。
官
民
爾
使
。
好
弊
難
容
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

@
植
頭
の
こ
と
を
又
「
牧
頭
」
と
稽
し
た
地
方
の
あ
っ
た
こ
と
は
註
@
所

引
の
賀
政
録
の
記
事
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。

⑧
四
川
の
例
は
銃
に
述
べ
た
が
、
安
徽
の
懐
遼
懸
に
も
存
在
L
た
し
、
ま

た
高
暦
蘭
難
問
牌
志
に
は
「
竹
木
大
戸
」
と
い
う
役
、か
上
が
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
明
代
各
地
に
は
援
々
な
性
格
の
「
大
戸
」
が
置
か
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
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書
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方
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さ
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柑
一
製
桝
)

京
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京
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田
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大
文
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研
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七
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八
番
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